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μ行

政
則
的
時
の
目
的
外
龍
用
と
組
合
事
務
所

ワ

は
ど
め
＝
あ
己
話
会
の
f
h
院
か
り

ノh
此
財
産
心
処
分
m
j
の
制
限
｜
｜
摂
拠
叩
k
i
t
－
と
て
の
沿
い
牟

山
科
規
疋
l
l｜
阿
有
ぽ
窓
口
一
八
久
子
民
ヮ

H
F川
法
一
八
条
内
凶

れ
政
財
産
の

H
出
外
使
用
会
右
対
除
法
的
抗
門
出
品
止

4
円
山
町
に
よ
る
は
的
外
佐
用
の
引
い
…
化
へ
法
改
［
」
L
Y

そ
の
立
町
t

組
合
事
務
所
の
州
、
斗
J

に
み
る
法
令
三
阻
止
年
て
こ
の

t
山町

玉
寸
有
財
産
で
あ
F
ハ
J
h致
計
以
県
内
同
γ
判
外
使
用
許
吋
と
R
N
L

勺

ペ辻
L
U
肘
歪
で
あ
る
わ
政
財
岸
の
J
」
的
外
州
民
間
詐
り
と
条
例
マ
前
副

Ro例
以
ノ
引
に
川
口
山
地
を
r
J
ょ
ん
に
同
府
八
J
T
一
九
午
の
改
正
陀
引

釘
合
事
務
↓
川
の
明
暗

γ
〆
」
め
く
る
争
訟
の
問
明
日
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イ
計
叶
叶
の
法
的
意
義

Eum山
外
前
川
の
寸
山
川
7
r
半
実
！
の
許
可
か

,,ii 

不
汗
ロ
ョ
処
分
を
め
く
る
誌
訟

' 
川
祉
汁
事
務
所
の
悶
波
L
と
f
h
I

－v
刀
鈎
七
為

で戸、、
問

州

公
務
員
山
方
働
同
僚
は
の
川
川
で
と
吃
の
同
組
点
以
l
、よけ勺」

四

組
合
事

J

持
品
川
の
判
明
浪
、
し
を
め
ぐ
る
争
設
卜
（
の
千
町
間
同
一

許
可
の
法
的
意
義
固
的
外
使
用
の
許
可
か
事
実
上
の
許
可
か

職
民
団
除
に
刻
ヲ
る
刻
ム
寸
ポ
務
所
の
伴
什
J

は
、
高
怯
、
行
政
別
立
…

w
川
口
前
外
使
用
の
計
り
と
い
う
形
式
テ
踏
ん
で
れ
わ
れ
ゐ
r

－
介
と

守

一

、
り
ん
パ
ー

～τ斥バー
ス
ム
厚
生
労
働
組
介
）

や
J

工、川川淵

（〈
i

日
々
働
省
労
働
組
～
川
、

と
い
っ
た
胤
Jh凶
体
が
組
九
門
事
務
一
爪

（市
γ
務
宰
）
を
置
く

中
央
合
同
ド
ム
古
郡
ι
τ
d
M加
に
は
、

一
、
の
三
と
に
関
連
ー
て
ん
ハ
の
よ
う
に
今
疋
め
る
片
舎
皆
川
明
対
引
が
あ

合
同
庁
舎
の
自
的
外
使
用

第
十
二
条

料
理
4

片
方
ち
は
、
原
則
と

L
て
ん
門
司
江
品
川
」
ぐ
所
単
一
毛
務
以
外
に
山
町
さ
壮
一
て
は
な
ら
主
レ
バ

の

管…叫
h
J
L

川
学
は

や
む
を
耳
、
な
い
事
白
に
よ
い
け
そ
の
管
出
寸
る
け
同
7
4け
の
々
出
を
的
外
に
切
出
さ
せ
よ
っ
と
す
る
場
げ
は

あ
ら
か
じ
め
「
山
市
計
川
市
前
苔
一
（
山
崎
）

当
該
行
為
が
一
I
J了
業
痔
の
遂
ノ
小
令
妨
げ

F
、

を
提
出
さ
司
、

ヰ「
J

訪
中
宇
治
守
口
を

tm
貯
配
し
、

？？ -, 

庁
舎
内
の
秩
序
維
持
及
び
安
全
保
持

γ
支
路
の
な
い
も
の
に
以
り

魚
川
一
計
一
守

d

書

ぷ川
J

を
市
請
者
に
交
い

L
、
許
じ

J
9
Q
も
の
と
す
る
り
こ
の
場
介
に
お
い
て
、
管
理
f
y
l

り
ち
は
、
必
山
な
条
内
争
什
M
L、
λ
は
柏
市
ー
す
ゐ
こ
と
れ
r
pき
る
。

ー》

管制叫

JUは
村
寸
は
、
川
明
の
使
削
市
北
可
を
一
一
え
り
た
品
引
が
、

又
は
条
件
詰
し
く
は
折
不
に

そ
の
主
可
巾
門
W
E

一
泊
達
し
た
行
為
を

L
、
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違
反

υ

T

E
－
－
は
そ
の
許
叶
長
絞
り
治
す
こ
こ
が
で
き
る

r

山慌時
J
U
J斗
は
、
第
一
品
の
坊
山
町
流
可
を
し
で
つ
1

〆
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
に
め
げ
管
制
J
P
R
Z
に
漏
出
一
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

「、

噴
出
宮
川
は
、
第
（
F

メ
円
使
川
町
許
可
の
取
消
L
を
に
一
と
き
は
、
そ
の
つ
こ
そ
の
旨
を
N
H
辺
JL寸
に
通
知
〕
な
け
れ
ば
な
ん
な

し、
し
か
し
、
こ
の
ト
「
つ
に
川
、
つ
こ
と
が
ご
き
る
の
は
一
般
に
組
台
本
部
円
以
ら
れ
る
の
ず
あ
っ
て
、
支
部
レ
ヘ
ル
ま
ご
い
く
と
事
情
は

か
な
り
違
っ
て
く
る

～一レ一ムア弘治マお
d

l

o

 

L

わ
ゆ
る
い
可
ミ
専
従
（
証
許
可
専
従

J

を
押
山
レ
r

一j
F
る
懲
戒
処
一
？
の
取
日

L
を
求
め
て
争
わ
れ
た
口
小
部
ド
1
R社
公
判
仏
首
、
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、
、
、
丸
川
？
止
L
ノ
L
Pノ
ヌ
ー
ヮ
ィ
i
k

ノ

Iz
－
－
y

－

下
務
所
市
十
件
二
f

山
部
地
判
平
成
二
二
・
九

市
七
務
再

肱
川
の
出
力
十
開
い
た
ム
十
の

じ
ふ
本

角
に
は

組
合
i「
川
部
支
部
の
た
め
の
ス
ザ
＼

iλ

が
あ
り
、
机
h

本
棚
主
寸
の
慌
ハ
ハ
同
訟
や
百
話
が
付
日
刊
げ
ら
れ
て
お
り
、
相
ム
ワ
京
都
支
郊
の
事
務
断
と

〕
て
使
日
一
台
、
れ
て
い
た

と
の
ウ
実
が
訟
忘
さ
れ
て
V

る
が
、
そ
の
支
誌
は

J

」
い
ぜ
い
が
京
支
ー
の
佼
弓
吉
川
と
い
え
る
も
の
に
す
主

入
品
か
う
た
こ
よ
J

え
ら
れ
る

こ
の
よ
う
な
許
可
の
γ
歪
ー
は
、
組
合
ぶ
津
山
内
と
並
ぶ
労
働
組
合
へ
の
代
立
的
な
涜
守
供
う
と
己
れ
る
剤
九
円
相
南
小
似
に
つ
い
て
も
広
く

品
ら
れ
る
ら
の
で
あ
0
が
、
川
高
裁
も
、
和
行
掲
示
紋
の
使
町
に
つ
い
て
は
、
そ
の
市
川
は

1

般
的
禁
止
を
特
定
の
場
合
い
解
除
す

る
一
と
い
う
古
味
ご
の
引
吋

許
可
を
そ
け
た
者
が

当
一
出
場
ぃ
刷
会
淀
川
す
る
な
F
L
ら
か
の
公

す
な
わ
ら
事
実
上
丹
司
叫
に
す
ぎ
ず

法
上
又
は
私
法
の
権
利
を
む
以
｛
川
に
さ
れ

λ
は
こ
れ
を
お
ド
ワ
免
れ
る
も
の
て
は
な
く
、

「

1
政
財
産
の

U
的
件
枝
川
の
汗
円
に
も
当
行
ら

な
れ
一
と
の
与
、

x方
を
一
民
間
l
、
今
日
に
主
っ
て
け
る
ハ
正
曜
に
は
、
次
の
よ
う
に
い
行

f
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戸
川
合
ド
出
主
に
よ
る
リ
台
ヰ
J

に
お
け
る
広
μ

一p
物
斗
干
す
の
ぬ
小
の
た
昨
可
は
、
専
に
り
庁
小
川
等
に
お
け
る
広
中
一
物
且
干
の
掲
一
小
立

fγ
力
次
に

ぶ
っ
て
す
る
怜
刊
、
窓
見
小
学
の
伝
法
、
表
明
治
寸
ゎ
二
松
的
ぷ
止
を
特
定
の
場
合
に
つ
い
て
解
除
す
る
も
の
で
あ
っ
＼
心
寸
川
町
内
結

で戸、、
問

同
木
許
円
を
戸
又
け
＃
芸
は
と
い
の
よ
う
な
伝
達
、

表
引
町
付
寸
何

chけ
の
れ
め
に
桁
定
さ
れ
た
場
所
を
世
出
す
る
こ
し
一
が
で
主
一
る
？
」
？
と
な
る

が
、
そ
れ
は
、
禁

H
Lゲ
一
切
人
不
さ
れ
、
当
議
わ
為
JEJベ
3
Q
村
山
間
安
一
回
復

L
た
結
果
に
す
き
ず
、
む
許
一
F
J
Z
£
け
た
者
t
y
七
行
υ

一
の
人
J

め

に
当
J
M
湯
前
を
し
枕
弔
す
る
ん
悼
ん
L

円
か
の
公
法
L

又
は
私
法
士
川
権
利
い
を
設
疋
さ
れ
又
は
こ
れ
を
汀
ワ
さ
れ
る
も
の
ご
は
人
ゆ
く
、

七
祥
レ
Jが
何
日
対
応
小
山

八
条
＝
羽
に
い
う
行
政
財
昨
の

H
的
外
山
内
川
川
の
司
刊
に
も
あ
た
え
な
い
と
解
す
べ
さ
こ
と
は
、

当
裁
判
一
引

の
判
的
刊
（
最
高
段
目
削
♂
イ
立
二
ノ
リ
（
斗
つ
〆
第
九

C
C』
J

悶
立
じ
ノ
ゴ

。
月
七
円
前
小
法
廷
判
決
令
見
集

一
！
ハ
刊
一
〉
ぢ
二
心
九

一H
J
と
す
？
／
仰
と
こ
ろ
ご
あ
」
る

足
よ
税
浅
草
白
事
件

f

以
二
小
判
明
州
五
九

いいと
V14
司

、J
J
4
F

ひ
一
H

で
は
、
一
川
目
的
外
使
同
の
許
可
」
と

TUJだ
j
の
汗
可
」
と
で
は
、
そ
こ
に
ど
の
よ
与
な
出
い
が
み
ら
れ
る
の
が
c

いい
12
れれ山崎尉哨んい
J

り、

そ
の
多
く
は
い
わ
ゆ
勺
庁
舎
管
原
桟
の
行
使
し
）

V
F
f
f
汁
わ
れ
る
が
、

－k
の
lh舎
M
H
理
仏
は
、

－
也
知
え
っ
丘
北
i
リ
、

3

R

L

示

f

f

金
、
管
制
川
の

f
め
い
v
Z安
ご
斗
し
れ
る
権
限
で
あ
り
、
物
？
し
て
の
施
ロ
一
ほ
の
λ

口
理
こ
じ
行
の

の
た
め
の
別
制
こ
い
う
こ
つ
め
側

F

出
を
2

匂
す
る
に
解
さ
れ
亡
い

す
な
わ
ち
、
行
f
U
山
出
席
の
慢
開
y
い
う
側
面
を
予
一
現
ず
れ
ば
、
可
有
財
産
法
等
に
戸
川
ハ
撚
L
f
有
す
y
Q
回

内
外
資
問
の
許
ポ
ヲ
乙
ヘ
品
川
、
公
物
管
封

i
の
秩
序
維
持
う
と
い
う
側
四
か
ら
み
れ
ば
、
お
実
上
り
～
叶
山
y

ぃ
、
つ
こ
と
に
な
る
が
、
行
の
け

決
以
後
者
の
リ
場
ド
与
す
る
も
の
と
与
え
ら
れ

一

p
f
、

5
二
〈

J
l
－
 

事
実
」
円
引
日
1

－
マ
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
半
な
る
仇

1
品
川
ヲ
に
ゴ
ヅ
ぎ
ず
、

一
司
引
を
え
又
け
ん
詰
に
な
ル
ら
の
佐
川
刊
を
付
句
J

す
る
も

の
で
は
な
い
が

目
的
札
伎
川
の
一
汗
一
円
で
あ
れ
ば

一
で
の
要
件
山
川
、
と
で
司
刊
や
受
け
た
払
勺
の
と
し
て
行
此
川
別
院
を
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
c

後
苫
の

そ
の
限
り
に
お
い
て
法
的
保
烹
を
乏
げ
る
と
い
う
こ
と
い
な
ゐ
c

ま
みヲ
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ロ
（
休
的
い
は
、
以
方
の
迷
い
は
、
中
、
い
H
h

司
可
の

R
川
市
し
（
諸
山
7

の
撒
一
山
）

L
お
け
る
管
問
者

PA一月
格
者
↓
の
拡
景
の
山
の
注
い
｝

な
っ

r
と
訣
れ
る
｝

ー
す
な
わ
ν

J

い
ヒ
的
外
泊
所
の
一
叶
l
d
は

。
も
の
で
あ
り
、
そ
の

R
消
し
に
は

F

一
れ
ら
根
拠
法
に
荒
d

疋

同
↓
化
庁
FM
法
等

9 ,, 
｛
刈
の
け
た
手
冗
足
す
る
必
要
が
あ
け
、
そ
こ
に
は
あ
ふ
紅
度
の
諒
束
性
を
認
め
フ
ヲ
）
と
円
か
む
き
る
が
、
事
長
ー
の
弁
一
円
と
い
う

げ
日
間
団
者
が
そ
の
権
限
に
い
堅
っ
く
抜
量
一
い
ょ
っ
一
亡

d
円
lJ
た
も
の
に
C
4
6
F
、

と
管
矧
者
が
判
広
1Jた
川
之
江
一
は
い
つ
ご
も
許
可
を
取
り
出
す
干
し
l
L
M
Y
可
能
と
な
る
の

台
工
〈
に
な
れ
ば
、

庁
舎
弘
津
仁
必
要
ま
た
は
締
出
子
あ
る

問
者
の
山
↑
は
は
、

こ
の
よ
う
な
違
い
が
灯
す
す

る
の
♂
あ
る
乙

と
だ
、
胃
府
本
政
量
と
は
い
っ
て
も

事
長

L
m詐
り
と
司
的
外
使
矧
の

後
述
す
る
よ
う
に
去
は
ム
一
段
格
な
も
の
で
は
な
い
、
ま
た
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で
の
処
分
仕
を
め
ぐ
勺
て
収
消
一
吋
U
L
r撚
起
で

J
Y
4

る
か
川
口
か
と
い
与
つ
々
で
京
宍
が
パ
l
L
る
可
能
性
も
あ
る
が

マ
一
仙
川
町
と
で
は

こ
の
六

に
ヘ
ノ
い
て
も
校
λγ
す
と
と
こ
ウ
に
ゆ
が
ね
、
一
）
こ
一
じ
は
言
及

ν
ないへ）

な
お
、
／
引
の
判
決
は
組
台
拘
一
小
恨
の
使
用
と
か
か
わ
る
も
の
で
お
七
、
机
人
U
1
d
h
幌
市
の
使
用
ま
で
を
も
引
程
内
に
芦
く
も
の
と
ド
え

る
か
ど
へ
か
に
つ
い
て
は

い
さ
ち
か
疑
問
も
あ
る

組
合
活
小
沢
ど
軒
ム
門
事
務
所
で
は
情
時
以
的
が
呉

4
る
も
の
の
、
土
ヱ
ピ
ハ
二
れ
伎
町
と
い
う

ι川
で
は
柑
迭
は
な
く
、
一
河
者
μ

乞
メ
引
し

I
U
I
R
の
能
品
川
怖
と
い
う
山
4

ご
は
白
人
さ
な
違
い
が
あ
り
、

主
方
、
え
る
必
決
は
な
い
こ
い
へ
え
が
も
あ
る

判
主
は
や
は
り
区
別
ぷ
ト
ム
？
え

る
べ
し
3
でふ布／づみ／

U
H
お
札
州
民
高
川
の
吋
A

l

t
－
は
い
っ
て
も
、
組
ム
ー
事
務
所
と

L
ご
行
政
対
山
幸
一
便
培
、
一
せ

一一
J

戸
4

岳、、

／
1
J
7
1
h
 

そ
の
究
態
は
先
に
ふ
た

士
山
則
ト
わ
と
る
使
川
ゃ
い
い
い
範
れ
い
ト
お
げ
る
使
用
料
灯
油
一
免
等
、

法人寸
U
Y
想
定
し
た
も
の

よ
う
に
き
わ
め
て
ル
ー
ズ
な
も
の
で
あ
り
、

と
は
必
ず
し
も
い
い
弛
い
現
尖
が
あ
る
＝
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γ
か
し
、

よ
れ
や
－

42穴
ヒ
の
一
司
叶
に
寸
さ

4
い
と
い
う
に
は
や
は
り
心
開
か
あ
る

法
〈
ロ
に
い
A
づ
か
な
い
許
可

f

》
か
ら
こ
い
つ
＼

,,ii 

へh
v
実
上
の
出
川
目

を
無
刻
一
次
い
認
め
る
戸
」
と
が
変
忠
利
今
日
八
く
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
ヤ
ミ
で
庁
舎
の
一
部
境
町
子
議
員
当
体

で戸、、
問

に
認
め
て
い
る
よ
う
士
場
合
を
除
主
、
い
い
的
外
仇
痛
の
前
日
が

こ
う
〕
た
山
間
口
一
か
じ
り

応
あ
一
J

た
も
の
と

U
f
b
ι

え
る
）
以
内
J

で
は
、

検
討
を
進
め
れ
J

い
と
忠
、
つ

2 

不
許
可
炉
分
を
め
ぐ
る
訴
訟

許
可
の
取
消

υ
と
不
許
可
処
分
裁
量
の
幅
に
違
い
は
品
る
か

巨
有
財
産
法
や
地
方
口
約
法
に
は
、

一
引
け
り
の
取
は
し
に
一
り
い
て
定
め
た
況
だ
が
め
ゐ
乙

わ
政
財
斗
庄
の

d
的
外
使
川
に
同
担
し
、

別
～
乃
一
法

m九
五
日
寸
法
財
不
円
資
判
明
人
的
の
解
除
規
定
）

のい
F
凶
畑
山
以
一
心
お
よ
ぴ
地
方
ー
一
、
u
t
h

ゐ

九
条
に
（
止
め
る
同
y
U
二
川
条

出
品
吊
ん
取
の
ゼ
め
が
そ
れ
で
必
ふ

川
一
で
さ
れ
？
攻
法
事
山
日
、

国
ム
叫
財
奇
け
、
い
が

同
又
ば
公
共
μ
同
体
に
お
い
て
公
共
円
、

公
用
J
ん
辻
同
の
品
業
y
〕
く
は
公
品
川
rh号
市
の

切
に

m
t乙
f
め
必
市
久
一
や
立
た
こ
主
一
」
と
之
、
い
る
－
い
に
払
い
？
で
、
地
方

μ治
氏
は

1

八ru
出
若
し
く
は
公
共
川
に

mh↑
！
？
に
め
必
要

や
は
－

J
T
戸
一
斗

J
C

、
r
人
は
前
川
の
九
八
位
打
じ
選
反
す

7QC為
デ
あ
る
と
」
認
め
る
と
き
一
と
し
て
お
リ
、
そ
の
鉱
山
に
は
「
既
定
上
昔
の
ど
f
u
L寸

ず
〉
J

っ

てN
J
与
は
フ
f
j

一
｝

ι「
J

、ふ
「

い
ず
れ
の
均
台
も
、
そ
こ
に
定
め
ら
れ
と
取
れ
下
山
は
例
－
小
列
挙
と
併
す

ω
の
が
担
当

C
あ
り
、
白
人
超
円
も
こ
う
し
た
考
え
刀

え
い
も
引
吊
l
た
】
一
同
音

i

勺
？
と
一
昨
収
さ
れ
た
「
何
十
七
日

MLF校
411川
町
古

一Ahv

カ
次
の
よ
、
つ
に
疋
め
て
い
る
の
が
、
そ
の
山
川
一
一
刊
で
あ
る
ハ

仁
川
J
J
J

一
し
い
る

2
い
よ
メ
る
巳

h
J
L
r
一、えば、

川
刊
紙
い
陣
式
什 エセ

t
行

cPJ f:U~、学i fi2 ¥2 6) 2U2 〆.2¥il2.7 .I 
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（
使
用
許
可
の
取
消
し
又
は
変
更

古
町
八
女
品
市

ル
仙
の
い
々
守
口
守
の

に
該
当
LF
る
レ
き
は
、
償
問
許
可
の
取
消
L
r人
は
変
山

Z
－49
ゐ
こ
と
が
で
き
る
ご

部
局
長
は

ん
中
出
を
司
℃
与
れ
た
4
h
が
訂
正
也
条
刊
に
山
中
J

r
円

V
J
ご
、
主

同
に
お
い
て
保
市
を
叫
川
町
L
た
物
品
み
一
必
要
レ
す
ふ
と
き

純
朴
を
司
f
d
さ
れ
た
背
の
仙
人
白
川
者

（
恒
人
J

、
あ
る
渇
ん
じ
は
手
、
の
者
、

法
人
で
あ
ん
引
場
合
は
役
員
又
は
主
R
h
h
L
tは
青
山
古
川

の
代

ffT旬
、
川
休
で
あ
る
場
合
は
代
表
者
、
理
事
等
、
で
の
他
リ
札
、
川
口
六
質
的
仁
詩
ヘ
J

し
て
い
る
者
を
川
、
つ

f
以
ト
川
じ
r

）

が
、
げ
L
F
刀
川
川
口
許
力
団

U
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
…
一
止
等
に
間
7
る
法
F

悼
（
平
成
一
干
法
律
第
七
仁
志
）
第
条
治
二
号
に
明

｛

4
7る
け
恭
パ
ベ
川
を
い
う
以
上
同
じ

f

）
又
は
豆
早
川
凶
員
へ
同
法
第
二
条
弟
！
ハ
ー
ゲ
に
規
一
七
3
9
J

る
い
や
む
回
H
h
r
い

う

以

F
円

T政財産山IIC＂外：杢 l寸に紺号事法l万lc . ・,c:; 

じ
3

）
で
あ
る
と
き

使
川
市
を
計
可
さ
れ
た
4

一
の
円
札
口
（
与
が
、
亡
］
、
一
「
社
Jλ
し
く
は
第
二
者
の
小
一
の
利
託
を
阿
る
片
的
、
又
は
以
前

ム
有
に
加
古

を
山
穴
心

H
的
が
も
っ
て
、
暴
行
い
叫
ん
は
H
k
b匡
一
以
を
利
用
す
る
な
ど
ゴ
、
い
る
し
f
h
d
J

山
下

Y
Mを
司
可
さ
れ
た
昔
の
役
員
等
，
J

、

ELh川
国
又
は
累
々

M
闘
に
j

ー
し
て
、

又
は
促
j
u
r
q
｝
以
守
す
る
な

五

〆
一
五
法
的
あ
る
い
は
に
芯
栴
的
じ
暴
力
却
の
縫
持
、
運
叫
に
渇
J
J
L
、
む
し
く
は
問
う
〕
て
い
る
こ
さ

情
出
を
司
℃
与
れ
た
者

↓
ふ
刀
直
ー
へ
は
暴
h
心
剖
竺
ど
あ
る

P

亡
を
知
h
リ
右
が
ら
こ
札
を
ぶ
ψ
」
に
利
用
す
る
な
一

ム
ノ、

し
に
い
ア
却
と
き

純
朴
を
司
f
d
さ
れ
た
背
の

暴
丸
田
マ
へ
は
暴
h
ハ
ベ
凶
員
と
引
公
的
ド
非
難
き
れ
る
が
、
書
関
係
令
一
右
し
て
い
る
と
、
さ

じ
フ

以
！
、
同
町

取人法羊JGZ (2 7• zrn [2012. '' 



ま
ず

京

hd公
民
川
一
体
の
p

少
数
ど
は

,,ii 

法
定
書

J

出
こ
は
H
八
な
る
情
出
1

同
月
の
丹
、
出
！
っ
山
に
つ
い
と
4
止
め
や
嵐
く
も
の
が
、

い
え
存
比
J

す
る
こ
と
は
、
汗
目
に
佐
す
2

ぬ

c
f
と
え
ば
、
「
佐
山
川
竹
人
々
一
、
そ
の
柄
引
一
則
弘
後
一
二
月
以
上
経
過

J

て、

主
お
納
め
な
い
こ
き

で戸、、
問

（
積
一
沢
市
公
有
日
以
パ
一
並
規
則
＼
間
利
＝
一
六
年
一
戸
川
二
戸
周
明
治
六
つ
門
勺
）

条

U

ケ
）
や

1fy久
、
岡
山
俗
そ
の
自
公
，
デ
王
ー
す
る
お

そ
れ
が
あ
ふ
と
き
、
「
人
刊
日
明
北
川
ん
び
ん
は
管
河
上
十
人
昨
叫
が
あ
る
と
き

（
静
岡
τ
小
山
川
岸
管
辺
荒
訓

);Ji; 

五
h

什
叫
付
－
い
規
則
川
知
五
口
比
一
）

J'、
条

頃
一
号
・
（
一
む
）

と
い
つ
れ
J

取
泊
事
由
が
そ
れ
ご
あ
る

行
一
ば
刻
葎
の

H
治
札
い
加
山
市
が
あ
く
ま
で
例
外
と
し
ご
位
置
つ
け
ら
れ
る
以
】
、
円
山
総
？
一
け

M
3れ
て
ハ
な
い
取
引
ポ
尚
を
判
や
地
方

公
八
回
休
が
は
ら
｜
｜
怯
訟
の
範
約
内
む
｜
｜
牛
り
る
こ
と
は
な
ん
り
ホ
し
支
え
な
く
、

寸ゅ、
A

，一、
ι

3

1bi

し
一
l
q

ヲ
－
れ
を
九
段
抑
制
に

明
L
9
べ
き
山
川
市
川
は
な
い
っ
こ
う
も
い
う
ご
ー
が
ご
矢
ょ
う

で
は
、
行
政
財
孟
の
は
的
外
使
引
を
店
可
せ
ず
、

あ
yA
い
は
そ
の
更
新
を
認
め
な
い
と
い
ろ
行
為
に
当
口
珂
が
出
た
場
ヘ
ゴ
は
ど
、
つ
h
J
J

許
可
閉
山
間
の
途
中
で
わ
わ
れ
る
市
川
の
以
前
し
と
は
迷
い
、
こ
、
ー
し
た
不
許
可
処
分
の
均
台
に
は
、
こ
れ
か
U

帰
京
す
る
（
当
口
い
J

の一円一本一

持
る
）
も
の
が
ぞ
も
そ
も
な
い
じ
れ
f

が
っ
と
、

H
的
外
位
向
け
今
一
日
「
則
す
る
か
と
う
か
は
、
ぺ
伊
川
町
一
の
と
こ
ろ
、
円
l
同
の
裁
呂
に
叩
い
ん
f

ね

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
じ

た
ー
か
じ
、
需
束
及
川
斗
一
ま
た
は
川
門
司
裁
三
と
は
い
っ
て
も

そ
こ
に
明
符
な
版
界
線
が
存
在
寸
る
わ
け
で
は
な
い

t
だ

ベ叶
I
J
ノ
＼

行
政
計
慌
を
そ
の
本
半
の
巨
丹
－

m途
ご
あ
る
公
痛
ま
た
は
公
H
ハ川町に洪ー一
F

ヲ
）
こ
を
洲
市
門
／
一
す
る
場
九
円
で
あ
っ
て
も
、
許
一
コ
“
の
取
消

し
い
つ
い
て
は
、
許
可
問
ノ
問
刊
の
浅
山
ど
よ
め
え
て
許
削
J
ゲ一取
h
川
す
こ
と
を
約
得
を
も
っ
て
説
明
で
き
る
将
校
の
必
要
問
が
求
め
ら
れ
ゐ

η
こ
付
し
て

（

l
J
 

止
で
は
問
の
渦

f
十
一
侍
っ
て
／
行
わ
れ
る
バ
一
計
」
－
M
U
日
に
つ
い
し
は

そ
う
し
た
レ
ベ
ル
の
必
市
店
主
主
ご
は
い
士
ポ
さ
れ
ず
、

単
い
’
、
品
川
主
た
は
公
共
川
ト
仇
す
る
レ
〈
い

1mmkJあ
れ
ば
足
り
る
G

f

討
議
f

、
考
ズ
て
も
、

こ
の
h
h
暖
の
追
い
は
以
々
の
山
で
当
引
パ
に

認
め
勺
れ
て
k
い
で
あ
ろ
う
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さ
コ
に
、
こ
の
こ
！
こ
に
関
連
し
と
、
主
川
可
の
更
新
が
長
引
別
に
h

b

J

3

て
必
式
上
滋
然
、
ζ

繰
り
返
さ
、
引
い
て
き
で
と

γつ
よ
う
な
特
段
の

h

っh
J
7
Q
Z
J
1

」土

！
：

d
l
J
A
I
L

－、

ゃ
プ
バ
叶
の
山
川
、
消

1
に
泊
に
て
考
え
る
こ
と
が
宏
主
と
判
断
さ
れ
る
う
ー
ス
も

P

め、i
、1i
Jけ

ノ

ロ

1

な
か
に
は
存
在
し
工

t土
し、

二
の
よ
う
な
汁
段
内
事
貯
が
h
h
F
す
る
山
支
刊
に
お
い
と
も

r
山
市
一
引
円
じ
よ
っ
て
与
え
り
れ
た
わ
放
射
時
の
定
堀
川
准
は

イ
」
該
行
政
坊
位
本
に
の
清
造
ま
た
は
い
什
的
の
必
衰
を
牛
じ
た
と
き
は
そ
の
。
町
内
J

l

い
お
い
て
原
叫
と
し
て
出
品
‘
字
、
へ
き
点
の
で
あ
り
、

ま
七
、
権
利
一
H
体
仁
主
い
の
よ
う
な
制
約
が
内
在

L
C
い
ゐ
も
の
と
し
ご
付
与
さ
れ
て
い
る
も
の
ー
と
み
る
の
が
射
レ
で
あ
る
一
と
し
た
判

一
小
判
昭
和
凶
九
・
二
。
瓦
え
長
八
急
一
？
？
l

良
）
が
あ
り
、

一丸一

J
q
る
か
と
：
て
れ
が
同
知
↑
な
る
し
r
一｝
1
q
u
け
ご
は
必
ず
し
も
な
し

判
＼
束
U
子
市
巾
札
八
郎
冗
町
湯
川
地
ド
件
l
最

詐
り
の
取
消

L
に
相
当

T政財産山IIC＂外：杢 l寸に紺号事法l万lc . ・,c:; 

以

L
の
ほ
か
、
行
政
処
分
の
収
河
川
訴
訟

そ
も
そ
も
処
分
性
が
誌
め
ら
れ
な
い
限
り
、

げトト山ハ町、
v

J

l

！こは、

裁
判
け
は
そ
こ
で

ゐ

つ
ま
は
、
裁
比
一
μ
恨
の
能
川
判
断
に
ま
で
は
注
ま
な
い
｝
と
に
も
持
主
す
る
必
要
が
あ
る

J

そ
こ
で
以
下
、
一
泊
を
u

な
め
て
こ
の

叫
ん
刀
悼
の
同
犯
に
つ
い
て
松
討
す
る
こ
と
）
す
る

J

取
消
訴
訟
｜
｜
鍵
を
握
る
処
分
性
の
有
無

行
政
事
件
五
訟
法
一
条
は
、
そ
の
二
項
で
ご
一
の
法
律
に
お
い
て

d

弘
元
の
取
消
レ
々
誌
と
と
は
、
行
fM
庁
の
処
分
そ

力
打
行
憶
に
当
た
る
行
品
川
町
え
な
は
に
判
定
す
る
裁
決
、
決
定
そ
の
他
の

C
ー
為
を
命
ノ
＼
以
一
却
に

処八パ
d

－
と
い
、
つ

グ〉

11ぇ
イn

を

求
め
る
訴
訟
を

V
7
一
と
定
幻
て
い
る
巳
ぞ
れ
ゆ
え
、
行
政
機
刈
の
行
為
と
あ
っ
し
も
1

行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
公
悟
り
の
行
伎
に
斗

ー
な
け
れ
ば
、

た
る
行
ぬ

収
引
訴
一
訟
を
長
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
け
つ
こ
と
に
な
る
G

そ
し
て
、
七
に
い
う
行
政
庁
内
処
一
句

そ
の
他
公
権
H

け
の
行
悦
に
山
J

た
る
打
為
」
に
は
処
分
注
が
あ
ふ
と
い
う
〈
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ま
ず

こ
に
い
？
「
行
政
庁
の
処
分

に
つ
い
て
は
、
「
λ

打
政
庁
の
江
令
に
栽
ワ
く
行
為
の
す
べ
て
ヰ
岩
味
す
る
も
の
で
は
主
く
、

,,ii 

八
円
一
也
心
の
ふ
丁
体
た
る
寸
ま
た
は
パ

rVハ
当
体
が

rむつ
｛
れ
為
の
う
ち
、

そ
の
行
為
に
ぶ
つ
て
、

向
日
吋
斗
ぺ
民
の
持
刊
義
務
を
形
成

J

ま
た
は
で

で戸、、
問

の
範
剖
を
侃
f
止
す
る
こ
ζ

が
法
管
l
u認
め
ら
れ
一
、
い
る
も
の
を
い
う
一

v

解
す
る
の
が
刊
仰
の
止
場
（
1

末
広
む
ご
み
坑
却
場
一
／
岳
山
条
例

加
川
効
一
雌
川
部
与
請
求
事
ρ

川
け
最
一
ー
小

l
昭
利
一
一
九

八
巻
八
川
守
一
八

と
な
っ
て
お
h
、
二
月
川
例
法
立
に

／、i
＼ノ

ん
民
生

に、
ζ
平
1
0

4
J
f
i
 

の
行
為
に
つ
い
ー
は

処
分
主
が
ム
1
吠
J

認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
P

一L
k
じ
な
る

し
た
が
っ
て
、
庁
主
内
の
一
幸
正
組
合
事
故
河
引
と

L
て
川
市
し
て
い
る
場
介
ト
お
い

L
も
、
そ
れ
が
半
栄
一
の
許
い
い
に
長
づ
く
も
の

日

一

F
さ
な
い
J

3
は

i
j
F
1
j
J
晶
ー
ど
こ
し
と
も

一
互
い
え
司
i
イ

f

N

V

小
波
法
の
一
訴
え
と

L
C

そ
の
取
泊
L
を
求
め

E
訴
え
を
捉
起
旬
、
き
な
い

却

F
き
れ
る
｝
と
し
う

p

」
と
に
な
ん
う
c

で
は
、
ぞ
れ
が
λ

汁
政
財
産
の
円
的
外
使
射
の
計
川
に
ま
づ
く
も
の
で
あ
り
た
収
合
は
と
っ
か

3

現
行
の
同
ム
叫
別
主
、
年
い
お
よ
び
池
JJF
一
治
法
は

川
日
的
川
汁
品
開
府
の
許
可
と
い
う
、

中
芯
許
可
の
制
度
」
を
採
川
ー
一
に
お
り
、
一
中
詰

い
対
J
1
3

る
許
可
も
そ
の
拒
T
h
L

も
い
ず
れ
も
」
処
分
い
い
ふ
有
す
る
と
い
う
の
が
肯
定
訟
の
立
場
で
あ
る
が
、

乙
「
る
在
行
訓
も
存
存
す
る
r

こ
れ
が
通
説
・
川
州
制
ぜ
あ
る

こ
れ
い
u
h
h
L
て
、
否
定
前
は
、
行
汝
財
監
の
け
い
い
的
外
債
町
は
あ
く
ま
で
許
可
を
受
け
る
こ
と
に
ふ
つ
ご
例
外
的
に
認
め
ら
れ
る
も
の

て
あ
り
、
そ
こ
に
行
政
庁
珪
を
賀
川
す
る
実
体
法
上
の
ん
也
利
ま
た
は
法
的
利
益
ヘ
悦
司
請
求
権
〆
い
円
た
も
内
）

を
観
念
す
る
ん
ホ
泡
は

な
ノ
＼
そ
の
告
は
叩
ご
は
ー
請
ハ
怖
を
ん
へ
え
こ
と
を
処
分
什
l
b

ゲ
一
行
に
す
る
珂
由
と
す
る

企
業
施
設
に
つ
い
て
は
波
川
背
の

A
枠
内
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
便
増

t
き
な
い
の
し
k

削
除
、
公
品
施
設
（
行
政
司
芹
）
に
つ
い
て
も

宮
川
町
背
り
立
町
が
な
け
れ
ば
、

で
の
山
使
用
は
一
d
め
ら
れ
い
な
い

f

t

H

L
）

回

材

＼

〉

、

v
y
j
ジ
L
r
ノ

1
2

一
九
訓
誌
な
い
し
許
可
ぞ
れ
口
体
を
強
制
す
九
七
丁
目
い
ほ
は

現
行
法
（
私
決
一

」
上
存
円
し
な
い
こ
J
を
写
忘
ヲ
れ
ば
、

a
h
l
t

況
の
リ
が
よ
り
説
得
万
が
あ
る
と
い
え
る

U

た
と
え
ば
、
そ
の
代
表
例

｛京J、心、主） !i2 ¥2 10) 2Uo 〆.2¥ll2.7 .I 



〆
ア
も
い
へ
ベ
ェ
さ
あ
る
な
’
判
例
一
弘
前
大
？
？
り
ん
こ
石
川
吋
引
件
円
京
地
相
い
甘
成
問
，
七
・
二
八
行
裁
集
悶
一
一
栄
一
ハ
・
じ
号
九
力

は
、
次
の
で
つ
に
い

7〉

行
政
事
糾
訴
訟
法
（
長
二
ほ
の
処
U
A
の
取
、
旧
し
の
訴
え
の
対
象
と
な
る

一
処
分

L

は
、
公
権
力
の
正
体
た
る
呂
ま
た
は
公
共

団
体
が

f
、
っ
行
為
円
、
）
色
、
そ
の
行
為
に
よ
〉
亡
、
戸
神
何
回
片
山
権
利
義
y
惜
を
形
成
し
、
ま
ん
は
そ
の
謎
君
事
一
確
定
す
る
二
と
が
法

伊
r
L
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
と
出
所
さ
れ
る
。

そ
し
て
、

布手

市
清
人
古
市
議
住
を
判
し
て
い

一ム

一
十
川
内
酌
な
権
批
い
を

巾
請
に
対
す
る
ノ
付
政
庁
の
犯
十
円
h
H
F
パ刊は、

侵
主
y
L、
r
人
は
申
請
に
か
か
る
処
分
を
停
る
可
能
性
を
む
す
つ
ご
レ
一
に
お
い
て
中
請
人
の
法
律
の
利
訴
に
お
警
を
ほ
ぼ
す
も
の
レ
／
し

T政財産山IIC＂外：杢 l寸に紺号事法l万lc . ・,c:; 

て
処
甘
い
当
た
る
が
、

中
読
人
が
向
山
ム
引
に
よ
る
中
詰
惟
浪
、
有
し
な
い
場
九
円
に
は
、

申
読
人

の
利
詰
仁
な
F
八
ら
彰
習
を
｝
こ
え

処
？
に
は
当
h
J
C
一す、

取
れ
訴
訟
の
は
象
よ
は
な
ら
な
L
と
断
オ
る
の
が
相
当
で
あ
る
ヘ

る
も
の
♂
は
な
し
治
九
、

的
以
外
じ
崎
山
陪
す
る

F

」
と
に
つ
い
て
の
日
可
を
広
め
る
も
の
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、

－

日

hyμ
に
つ
い
て
司
有
財
店
渋

r、、

た
千てす•. ~ 
l土

日え人法羊j白z(2 :1; 207 12c1日 7 

半
円

U
答
の
杭
は
ん
nd
作
に
つ
い
ザ
」
被
討
す
る
に
、

原
l
E
は、

人
千
刊
中
需
は
1t
ノ
ん
こ
石
同
連
リ
の
た
め
の
ん
地
の
使
同
月
J
E
川

そ
こ
で
、

を
求
め
乙
も
の
で
あ
る
こ
訴
し
、
～
L

れ
は
、
人
学
教
育
比
ぴ
テ
術
柑
究
の
ぬ
で
あ
る
国
μ
弘
前
l
ヘ
字
の
敷
地
を
弘
，
岬
犬
4
J
一一昨置巨

『
行
政
オ
庄
は
、
そ
の
叩
迩
又
は
れ
い
N
L
f
y妨
げ
な
い
限
度
↓
し
お
い
て
、
そ
の
伸
、
出
又
は
収
リ
け
を
前
列
す
る
ご
と
が
で
き
る
4
ζ

疋

め
に
い
る
が
、
制
捜
定
は
、
行
政
弘
彦
の
本
土
丹
応
途
又
は
目
的
ド
小
山
古
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
い
す
る
た
め
に
伺
条
ヨ
で
私

住
の
設
疋
h
L
1
J
7
Q

山
肌
川
収
益
を
U

竹
山
止
し
た
一
一
＼
あ
く
王
で
も
当
該
施
設
の
符
理
者
が
円
前
外
使
川
の
必
市
店
主
を
認
約
た
場
介
の
た

め
に
例
外
的
に
笠
小
れ
七
閉
店
｛
U

C
あ
る
1
L
解
す
る
の
が
川
町
中
」
ワ
あ
り
、

hM刑
希
望
者
に
対
し
当
該
行
政
財
駐
を
使
川
tF
る
こ
と
が
で

ふ
さ
る
安
体
決
の
格
引
な
L
し
法
恥
れ
沿
を
賦
h
寸
づ
る
J

れ
つ
の
じ
な
く
、
ま
た
、
戸
有
川
町
￥
f

牛
い
て
の
他
の
法
人
寸
」
上
使
川
吊
出
品
有
に

M
L



,,ii 

手
続
上
の
権
利
J
7
工
、
巾
請
権
が
あ
る
拾
を
J

疋
め
た
川
文
の
説
忘
れ
、
そ
れ
を
川
徒
し
み
J

手
続
的
な
謂
J

V

一
は
な
勺

ご
ミ
ノ
、

心
j

及
び
弘
f

品
川
大
役
河
右
山
山
宜
伸
山
川
被
I
H
A

則
は
、

行
政
庁
の
組
織
内
ぷ
に
お

J
九
J
r

即
古
川
け
ロ
ヨ
F
R
M芹
ば
柿
一
説
明
代

戸
ザ
ヘ
刊
川
省
訓
日
下
）

で戸、、
問

け
る
叔
律

に
と
ど
ま
り
、
法
ム
！
と

L
て
自
民
に
市
中
前
権
を
賦
与
す
る
効
力
を
右
J

7

3

？
も
の
で
は

4
い

〆
？
一
－
一
、

t

i

－－一h
i

－－ゃん
v

ヴ
、
門
μ

ム
明
治
慌
の

H
均
一
外
山
市
力
許
町
市
請
に
コ
い
と
は
、

申
請
人
に
法
令
i
灯
咋
請
昨
ゆ
が
認
め
ら
れ
仁
い
な
い
か
に
円
、

口
約
外
信
掃
の
一
計

d
l

－
市
斗
刊
に
け
刈
す
る
U
J
汗
行
為
は
巾
清
人
の
法
律
土
の
利
益
に
な
人
り
影
響
4
午
、
ズ
る
も
の
で
は
ん
す
＼
取
市
訴
止
の
対
象
い
に
な
る
刷
出

品
川
ケ
｛
は
J
H

↓もh
i

－－h

り
J

d

い
。

ヲ一ョ、功一

ι

：i
～
 

－

7

；
 わ
政
財
産
の
日
前
外
使
刷
が
し
っ
た
ん
一
計
り
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

そ
れ
が
情
刑
許
可
期
間
中
に
収
り
は
一
心
れ
た

と
い
う
場
ん
け
に
は
、
計
付
加
問
問
が
涜

f
オ
ム
ω
ま
で
は
去
っ

J

安
打
川
町
に
止
品
川
づ
く
使
用
件
が
存
A
す
る
も
の
と
考
、
え
り
れ
る
～
～
と
か
ら
、

取
り
に
つ
い
と
は
処
分
判
い
ふ
当
だ

ν
〈
し
か
る
べ
き
で
あ
ふ
、

｝
ー
ァ
－
、
こ
の
よ
λ

な
行
政
財
↓
奇
心
使
り
権
は
、
古
川
町
羽
慌
の
治

f
と
と
も
に
前
叶
慨
す
る
と
訴
す
ベ
L
い
で
あ
旬
、
仮
に
許
可
の
（
史
祈

が
認
め
－
つ
れ
な
か
っ
た
ζ

L
－、も

、

〆

寸
前
叶
）

史
新
都
vh口

に
つ
い
て
は
込
分
竹
が
戸
之
さ
れ

攻
消
訴
訟
の
対
象
こ
は
公
ら
な
い
ν

〆J
h
え
ム
ノ
礼
ブ
ゐ

ま
た

収
さ
れ
て
き
え
と
い
う
下
主
ー
が
あ
j
f
J
ζ
L
て
t
、
そ
の

F

～
〆
山
体
は
許
川
が
ψ
」
然
一
い
更
新
さ
れ
る

れ
土

こ
レ
を
保
昨
叫
す
る
も
の
で
は
必
ノ
＼
を
ご
に
更
料
請
求
泡
と
い
っ

f
も
の
一
を
叶
刀
工
？
ゐ
余
地
が
な
い
以
上
、
こ
つ
し
た
場
台
に
引
ウ
て

に
処
分
注
を
L

下
｛
疋
づ
べ
完
封
由
は
な
い
れ

山
打
、
円
ド
口
頭
、
更
山
内
を
約
点
し
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
特
段
の

た
と
、
ズ
、

認
め
ら
れ
る
場
行
仁
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
て
政
古
川
刈
債
の
判
断
唱
に
と
と
ま
る
と
考
ズ
ゐ
「
き
ご

｛京川、主） !i2 ¥2 12) 2U8 〆.2¥ll2.7 .I 
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の



損
失
補
償
と
損
害
賠
償

行
設
財
産
の
い
い
口
的
外
切
町
に
つ
い
て
は

ー
と
ご
供
三
V
2
j
一
下
公
乃
ま
LP

l

J

1

L

J

L

H

U

J

t

＝n
グ
ー

前
叶
円
山
川
消
ぷ
、
一
見
析
が
六
日
写
会
め
く
て
J

、

F
L
こ

t
j
l
 

ょ
っ
－
、
生
じ
る
引
尖
補
償
や
損
λ
賠
償
を
求
め
る
形
で
、
訴
え
が
提
起
さ
れ
F

ヲ
）
と
が
あ
る
。

川
損
失
補
償

包
有
刻
葎
t
孔

九
条
Mr

H 

八
条
ハ
墳
に
定
め
ゐ
行
氏
川
州
産
の

U
的
外
使
刑
の
許
叫
に
つ
い
て
が
f

刑
す
る
規
一
九
の
つ
に
、
同

ー
い
同
条
の
一
ん
め
が
あ
る
C

3

な
わ
ち
、
ー
出
遅
刻
f
r
b
己
貸
し
付
げ
た
均
九
に
お
い
て
、
そ
の
貸
付
県
問
中
に
い
又
は
公
共
は
休
に
h

ハ

い
J
f
L
A
A

＋ドハ出叫

公
矧
又
は
巨
の
企
業
右
し
く
は
公
設
乍
楽
的
用
ト
供
J
q
ス
ロ
た
め
必
要
や
一
生
じ
た
よ
J
J

パは、

当
ト
一
政
財
廷
を
所
告
す
る
各
小
宮

T政財産山IIC＂外：杢 l寸に紺号事法l万lc . ・,c:; 

／ての
M
Tん
f

わ
を
併
除
オ
お
一
ふ
ょ
が
で
き
る
」

各
庁
の
庁
長
は
、

二
度
）

と
し
た

i
で
、
「
却
JM山
の
初
心
一
一
に
よ
り
契
約
を
肝
除
し
た
場
介
に
お

子
一
れ
に
上
っ
て
生
じ
た
ね
失
に

7
1
v」
！
日
則
芹
を
所
m
E
す
る
各
一
戸
件
ih
の
ド
立
に
対
、
ν
、

とよみ、

L
V
F
I
l
i
 

倍
ご
人
人
は
、

ふ
の
袖
山
間
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
一
ゐ
」
（
一
お
」

h
J
h
f
、
白
、
判
契
約
の
解
除
に
院
す
る
見
↓
一
ιJザ
そ
れ
で
£
る

3

行
政
叫
閉
店
会
そ
こ
に
定
め
る
公
E4
ま
た
は
公
共
同
’
与
の
E4
に
日
い
す
る
た
め

ー〕
2JLhが
っ
て

打
的
外
小
、
日
加
の
許
叶
J
q
状
リ
泌
す
場
合

以
消

J

什
H
H

休
は
適
法
〆
戸
れ
る
場
合
に
お
い
て
も

ヨ
の
阿
に
過
失
が
な
，
、

ア「】
P

一－
h

J

C

？
〆
九
一
宮
“
ご
一
つ
け
ど
土

i

↑
立

r

－
L

F

p

l

y
－
〆

l
J
L
v

「

iJ 
や一
f

い
う
こ
と
が
立
支
に
な
る

ι

む
の
北
定
を
素
直
に
炉
釈
す
れ
ば
、
白
一
の
よ
、
ペ
ド
ド
な
ろ
う
〉

そ
れ
ゆ
え
ご
あ
ろ
う
か
、
「
国
吉
υ
｝行（刈岸川川氏吊

A
川
J

主一円

二
円
市
も
、
定
川
を
許
可
さ
れ
た
者
が
引
「
同
条
件
に
氾
背
し
と
と
え
「
平

暴
力
団
河
係
を
辺
市
出
と
す
る
許
円
の
以
泊

L
に
つ
い
し
は
、

収
引
し
に

t
り
「
生
に
た
返
書
に
つ
い
て
、

町、コム
j

一ーがとム
A

一
帯
員
一
－

5

j

l

u

r
－

f

L

l

J

f

J

 

こ
と
を
寝
し
な
い
と
す
る
一
ー
三
＼
（
臼
い
ぶ
い
て
使
崩
を
許
刊
し
た
物
件
を
必
山
と
1
9
る
と
き
が
取
前
事
山
と
な
る
場
合
に
は
、

之

羽
を
参
照
コ

こ
れ
を
そ
の
川
象
か
ら
除
外
す
司
jγ
、
の
ー
と
な
っ
て
い
る
、
八
先
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fミ

ー
占
有
マ
バ
リ
ハ
況
古
い
こ
く
〆

ν
こ
主
判
斗
i
r
t

A

｝
［
i

t
｝
y
b
p
h

一
J
F

！
y
t
f
L

｝
〆
て
も
、
切
い
同
体
地
主
に
お
い
て
そ
の
約
失
を
芝
忍
す
べ
き
と
き
は
、

,,ii 

ぢ
の
沼
i
～は

と
す
る
の
が

｛
寸
有
引
出
産
品
二
九
条
が
棋
院
す
る
司
法
二
四
全
］

の
い
う
補
償
を
必
要
と
す
る
損
失
に
は
当
た
ら
な
い

で戸、、
問

主：J

世1

山
弘
・
東
京

ι中
央
卸
売
市
場
出
ぃ
地
事
引
最
一
小
刊
附
和
問
T
Tパ

ん
と
先
に
み
た

子1

の
斗
一
場
で
あ
り
、
河
川
川
決
は

L
J
へ
〈
い

信
出
許
一
川
ョ
ド
L
J

コ
て
ヲ
ザ
ハ
ら
れ
た
行
f
U
対
産
内
総
市
慢
は

当
一
五
行
山
市
山
本
来
の
川
市
浅
ま
た
は
巨
山
上
の
必
げ
す
を
司
じ
た

と
き
は
そ
の
時
凸

4γ
お
い
亡
原
刈
と

L
て
泊
減

し
、
使
川
怪
汗
は
J
一34
の
「
取
消
ド
よ
っ
て
使
品
権
小
泊
滅
寸
心
こ
と
を
－
ズ
忍
f
ベ

さ
立
鳴
に
あ
F
O
一
と
し
ご
川
る
こ
と
に
も
ω
同
意
す
る
砂
市
伏
が
あ
る
〈

↓〆↑宇、

そ
1
L

そ
の
品
川
ず
外
は
、
使
用
権
者
が
使
用
品
可
を
受
け
る
に
当
た
り
そ
の
対
J
V
の
支
払
を
し
て
い
る
が
当
該
ノ
打
政
財
芦
の
伎
用

以
説
ド
よ
り
f
u
u
刈
何
を
償
却
す
る
口
疋
け
な
し
と
認
め
ら
れ
る
釘
川
内
に
当
該
行
政
則
汗
に
む
の
必
山
伎
を
中
じ
た
と
か
、
悼
同
州
山
許
可
に

際
し
別
段
の
ト
一
め
が
さ
れ
ど
U
ノ
ッ
等
に
よ
り
、

行
政
財
干
に
一
ノ
、
v

て
の
y
U
の
必
更
に
か
か
わ
ら
ず
使
別
枠
昌
が
な
ぷ
当
y
m
使
刑
構
え
一
保

－司

T
司
令
也
丈
史
的
器
出
会
一
有
十
る
し
y

認
め
る
に
足
り
る
特
別
の
字
情
が
存
す
る
務
ム
円
に
限
ら
れ
る
と
も
す
る
リ

ふ
な
ね
μ

、
地
ん
い
恒
治
法
ト
は
、

同
有
一
ゃ
に
あ
れ
都
ん
寸
で
あ
れ
、
汁

国
ム
叫
財
奇
け
、
九
条
に
旧
刊
日
ー
す
る
乱
疋
は
な
い
も
の
の
、

同
判
決
辻

政
院
斥
に
呆
れ
と
は
な
く
、
八
九
日
（
原
則
か
れ
円
之
、
も
悶
主
財
～
一
作
法
的
心
規
定
は
都
有
行
政
院
芹
の
渋
川
川
許
可
の
場
合
に
こ
れ
を
煩
神
地

川
Lr
べ
き
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
日
よ
め
コ
て
、
こ
れ
は
宣
法
↓

ふ
パ
条
一
去
の
松
山
ド
じ
も
ム
立
抗
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
I
r

す
る
も
の
と

九
ハ
ゆ
っ
、
ぃ
v
Q
J

川

UMi
生
長
す
る
ド
、

間
有
沿
岸
で
あ
れ
公
右
対
庄
で
あ
れ
、
七
段
以
川
丘
一
を
た
市
ま
た
は
公
共
川
市
干
の
弔
仁
供
す
る
た
め
、
ム
定
福
山
ば

チ
取
hυ
川
7
4荷
台

γ
は
一
段
に
損
失
術
償
が
記
宏
と
な
る
が
、
ぞ
れ
が
「
ノ
イ
政
司
区
一
本
長
の
弔
途
ま
た
は

H
的
」
上
の
必
要
を
止
じ
h
J
と

さ
一
と
い
、
x
p
h
M

場
人
？
に
は
、
涼
オ
と
し
て
そ
の
必
更
も
な
く
な
る
、
こ
の
よ
、
っ
ト
い
う
に

l
L
F
ご
3
ょ
う
の
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旧
三
十
賠
償

行
設
財
産
の
い
い
口
的
外
切
町
に
つ
い
て

」
れ
を
司
吋
す
る
か
ど
へ
方
は

ノ十
4
L
み
た
よ
へ
に
佐
ぶ
的
ド
は
悼
V
A
起
き
の
試

E
に
ゆ
戸
ね

ら
れ
る
つ
わ
え
、
裁
量
権
の
仁
債
と
は
い
っ
と
も
、
完
全
な
向

i

一
裁
口
三
、
は
な
く
、
そ

F

一い免
r
民
間
抽
出
川
の
追
訟
が
認
め
ら
れ
る
場
九
け
い

は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ヰ
じ
る
長
古
川
町
依
立
行
－
う
詞
わ
れ
る
二
y

に
な
る

J

た
と
え
ば
、
ご
っ
し

t
裁
量
濯
の
い
旭
川
机
溢
吊
の
有
怪
が
争
点
と
右
つ
ん
近
司
い
お
け
る
代
表
的
ん
ゅ
う
l
ス
へ
ん
火
の
よ
、
つ
に
叫
べ
る

呉
市
（
広
島
県
対
日
戦
員
約
台
）
ポ
件
（
長
一
一
小
判
ポ
ド
戎
八
・

－
七
民
集
六
つ
岳
二
号
判
（
ノ
頁
）
が
あ
る
ー

地
り
じ
い
治
法

字
校
教
育
法
一
八
十
れ
条
の
記

ι一
戸
に
加
え
て

F
J
j
J
A
い

mu
凡
人
「
玖

J

一

411＝？
h

一
般
公
衆
の
宍
日
使
用

パb
山
本
の
川
品
川
泊
ハ

T政財産山IIC＂外：杢 l寸に紺号事法l万lc . ・,c:; 

に
依
す
る
こ
と
を

i

一
下
た
る
日
的
と
す
る
出
向
ヤ
公
民
陪
込
干
の
ち
設
と
は
呉
な
り
、
本
来
パ
J

校
教
育
の
川
目
的
L

使
用
す
で
べ
も
の

K
L

て
ぷ
指
先
、
札
、
九
れ
以
外
の
司
的
に
伎
凶
す
る
こ
と
を
基
本
的
に
制
限
さ
れ
て
い
る
（
ア
校
捻
設
令
条
、

＝Jι
品、一こし
f

）
か
っ
」
ず
れ

,,. 

の
目
的
外
使
日
一

b
U川
町
す
れ
ア
か
否
か
ば
、

市
町
川
）
、
て
、
活
用
者
の
設
〕
早
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
と
訴
す
る
の

が
相
当
ご
あ
る

す
ζ
わ
ち
、
～
7
授
殺
胃
l
支
防
が
あ
れ
ば
使
対
を
品
可
す
る
こ
ソ
が
で
き
f
d
い
こ
こ
は
明
ら
か
で
あ
乙
が
、
そ
の

↑
で
つ
な
支
陣
が
な
い
ん
r
ら
と
い
っ
て
竹
一
氏
に
許
川
L
な
ノ
、
て
は
な
ム
行
な
い
V

も
の
で
は
な
く
、
行
攻
万
件
で
あ
る
学
校
施
設
の
じ
口
的
及

ぴ
川
途
と
い
い
い
的
外
1
山
市
の

E
的
、
出
ω
同
山
手
こ
の
関
係
に
配
意
レ
ヂ
イ
口
市
川
士
吋
な
裁
量
判
附
一
い
d
h
け
人
旬
以
川
一
訂
寸
を
レ
九
J

い
こ
と
も
で
、
き
も

も
の
で
ふ
九
州
2

匂一つ

仙
川
』
刀
、
「
首
相
汁
の
竹
内

E
判
断
は
、
計
一
可
申
請
に
M
M
L
校
弔
の
じ
い
問
、

υ吻川川、

目
的
及
び
活
様
、
州
民
吊
者
の
裁
川
、
校
品
の

uh商
店

刊
の
程
度
、
訂
一
刊
を
す
る
に
当
た
っ
て
の
支
。
押
又
は
一
訂
刊
を
し
た
持
行
の
持
芦
わ
し
く
は
配
管
内
内
汗
及
び
制
度
、
代
替
ほ
設
時
伐

の
川
山
雑
性
な
と
計
司
宇
し
な
い
こ
J
に
よ
る
中
議
苔
川
市
γ

心
不
都
合
ん
は
J
U
W
A
E

の
山
門
戸
社
ザ
程
度
寺
山
部
恨
の
事
情
を
総
合
与
底
上
一
仁
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さ
ふ
判
る
も
の
と
あ
り
、
そ
の
裁
量
権
の
行
渋
が
逸
脱
浩
一
川
に
引
7
J
る
か
T
y
h
N
の
出
口
三
科
会
に
お
い
、
は
、
そ
の
判
断
HJ
裁
主
擦
の

h

使
と
ユ
ミ
一
ら
れ
た
こ
と
を
前
提
と
〕
た
！
で
、

そ
の
判
断
面
宮
、
ベ
リ
官
点
以
平
判
断
地
租
仁
合
間
性
を
欠
く
ど
こ
ム
ワ
が
な
い
か
を
検
討
し
、

で戸、、
問

U) 

重
要
な
お
実
の
共
一
侍
ゃ
に
く
か
、

え
は
刈
九
五
述
人
Z
に
日

h

〆
有
〕
ノ
＼
戸
女
心
V
J
性
を
か
ヘ
く
も
の
と
認
め
ら
れ
る
域
込
け
い

市
引
っ
て
、
民

E
砕
の
逸
説
又
は
掃
出
と
し
て
芝
山
出
と
な
る
y

す
べ
き
も
灯
、
と
併
す
る
の
が
担
当
で
あ
る
〉

木
作
に
お
U

て
学
校
地
ぷ
の
円
前
外
純
滑
に
つ
一
さ
許

z
巾
請
を
ハ
わ
っ
た
「
教
職
叫
の
股
日
日
凶
体
は
、
教
職
員
を
情
成
日

γー
す
る
と

は
い
え
、
？
の
説
持
条
件
の
維
持
改
害
を
阿
る
こ
と
を
目
的
と
ず
る
も
の
f

ょ
の
〉
て
、
下
校
に
お
け
る
M

攻
守
治
効
を
伸
長
日
お
し
い
す

る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
恥

umu一
に
J
っ
て
伎
刑
の
必
要
性
が
ム
へ
き
い
カ
も
り
と
い
っ
て
、
信
制
技
省
に
お
い
て
職
員
団
体
行
店
勤
の

と
め
に
す
？
合
γ佼
施
設
の
使
用
町
一
定
記

L
、
許
容

L
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
L
L

こ
一
、
）
も
の
で
は
な
い

t
、
使
用
を
河
川
ひ
な
い
｝
）
と

が
V
J
了
校
捻
誌
に
つ
き
管
理
古
が
有
す
る
円
以

E
権
の
逸
脱
又
は
い
バ
雨
明
ご
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
場
台
ム
削
除

v
て
は
、
そ
の
佼
刑
不

引
い
川
が
定
、
川
と
な
る
も
の
ご
も
な
い
。
全

i

－－
従
前
、
阿

l
的
で
の
山
間
平
引
可
申
請
を
均
田
川
的
支
下
慌
の
な
い
限
り
許
可

υ
て
き
た

E
い
う
派
対
が
お
f

J

J

人
と
こ
ー
も
、

で
の
こ
と
か
ら
戸
ち
に
、
ハ
札
、
引
と
異
な
る
取
扱
い
を
す
る
こ
と

の
山
政
け
川
と
な
る
も
の

で
は
な
い

J

も
っ
こ
も
、
従
り
川
の
河
川
円
の
運
用
は
、
定
日

F
的
の
相
当
判
辺
、
こ
れ
戸
川
八
な
る
い
以
扱
い
一
り
動
機
の

る
ご
1
f

が
あ
っ
た
り
、
比
例
原
則
な
い

Lγ
竿
ば
引
の
制
閉
口
か

ι
法
門
誌
梅
市
町
じ
ち
た
る
か
バ
一
は
か
の
判
断
ド
お
い
て
主
原
す
べ
き

要
品
ど
な
勺
た
り
す
る
こ
と
は
行
定

γさ
な
い
で
）

本
仰
す
は
、
殺
峨
員
約
ム
ー
が
款
問
先
九
討
の
会
場
と
し
し
小
学
校
の
体
育
問
苛
の
う
J

校
泌
誌
の
枝
川
を
巾
し
山
た
と
こ
ろ
、
対
日
J

官
会
員
ム
ム

カ
そ
の
使
用
を
和
r
h
u
し
た
と
い
う
下
件
で
あ
っ
た
が
、
判
決
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
に
し
て
一
本
刊
小
許
川
町
処
分
い
か
裁

E
維
を

A
；
悦
し
七
も
の
ず
あ
る
と
し
た
涼
審
の
判
断
」
や
支
持
F
F
る
も
の
ー
と
な
コ
ぐ
い
と
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い
く
「
本
什
h

’T
叫
及
、
ぴ
そ
の
周
辺
の
J
d
f

佼
や
地
域

児
童
立
徒
に
教
育
l
悪
長
盤
一
を
F
7
3
え
、
品
門
校
教
育
心
t

文
陣
を

ふいれ
Lr
ご
1
f

が
志
一
恕
さ
れ
る
と
の
八
四
司
で
ノ
れ
わ
れ

F

T作
ぷ
！
計
川
叶
処
分
は
、

£
L
Nす
べ
き
で
な
い
よ

J

福
山
十
一
会
f

祝
す
る
な
ど
、
考
慮
し

た

F
一
見
い
け
～
す
る
引
か
怖
い
γ
別
ら
か
に
合
対
性
を
欠
い
こ
お
り
、
悩
打
川
、
当
然
考
意
す
べ
さ
事
項
を
分
考
↓
帽
し
し
お
ら
「
、
そ
の
如
来
、

討
会

J

出
入
ん
に
臼
ら
し
若
し
く
妥
当
汗
を
欠
い
た
も
丹
と
い
、
つ
こ
と
が
で
き
る
と

！
？
〉
リ
ザ

E

f

ぐ
C
1
4
l
Z
1
L

い
わ
ゆ
る
他
F
Y
O
倍
、
考
慮
す
べ
き
事
担
の
不
与
府
一
書
裁
量
込
の
虚
脱
濫
吊
の
浮
巾
と

L
た
も
の
で
あ
る
が
、

木
件
に
お
い
て
は
一
本
件
十
許
レ

J

処
分
は
、
校
A

戸
、
職
員
会
長
を
向
い
た
こ
、
文
ω半
が
な
い
ー
と
し
て
、

い
っ
た
ん
は

Uγ
一
て
怯
刷
を

詐
り
す
や
ノ
ν

斗一
JEを
長
不
1
た
後
に

コ
山
の
と
お
り
一
、
七
翼
団
件
に
J
る
妨
吉
行
動
の
お
そ
れ
が
具
体
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
も

か
か
わ
与
つ
け
ず
、
市
教
委
が
、
退
去
の
む
翼
凶
休
の
妨
害
行
討
を
向
子
一

ご
使
用
さ
け
な
い
ん
向
に
指
導

t
、
2

仁
ら
も
が
丘
可
処
分
を

T政財産山IIC＂外：杢 l寸に紺号事法l万lc . ・,c:; 

す
之
1

い
ふ
？
れ
と
い
、
つ
も
の
じ
あ
り
、

i

、

占

】

｛ず注一

υetb

そ
の
処
分
は
、
県
教
z
企件

l
J

の
教
古
委
民
会
と
被
i
山
人
と
の
緊
張
関
係
と
対
ー
リ
の
悦

叱
を
北
j

宗
と
、
ν
戸
、
行
わ
れ
と
も
の
で
あ
っ
た
」
こ
L

ふ
μ

引
石
し
y

て
訟
今
疋
さ
1

札
ぐ
お
り
、
こ
う
？
ぷ
」
本
刊
川
有
の
け
μ
情
が
判
は
の
結
論

Jνλ
矢
く
t
h
F
U

♂
た
も
の
と
き
え
ら
れ
る
υ

、
ー
が
っ
て
、
こ
の
上
う
な
許
可
の
r三
忙
し
L

の
撒
巨
と
も
い
え
る
特
段
の
ポ
恰
が
ん
～
け
れ

ド

J也、
J
J
h
、ηJ

；

1
〈
〆
U

7

f

、
九
三
r

ご
う
、
コ
こ
ら
、

ャ

lu

；
／
、
し
♂
一
、
1

わ
ね
ぞ
ら
：
i
、
過
は
な
い
「
あ
ろ
う

T

ん
刊
の
場
合

八
民
集
ハ
コ
J

在
日
川
］
潤
一
回
一
」

は
、
「
代
帯
会
場
で
万
円
教
研
集

A

3

作
（
什
山
山
可
た
は
不
山
川

7ペ

オコ

ム
ロ
を
開
催
に

h

〕
こ
に
よ
り
、
余
分
に
支
川
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
一
J

た
宮
市
干
、
そ
の
油
、
原
む
の
わ
人
言
一
一
誌
ぴ
社
会
的
ζ

日
出
の
一
札

原
出
子
被
っ
た
右
形
、

い
山
形
の
い
叫
古
及
び
7
4
Y
同
士
費
崩
の
行
ー
」
初
は
ム
立
心
力
刊
を
る

一
、
な
ど
、

本
件
ポ
許
可
処
分
に
よ
り
、

な
い
と
認
め
ら
れ
？
Q

一
と
し
し
、
：
内
九
、
一
百
円
と
年
五
分
の
配
合
に

t
る
迂
延
損
再
告
の
支
払
い
や
一
人
間
に
る
も
の
と
な
っ
た
子
、

八
民
集
ょ
っ
者

審
（
必
戸
川
ム
川
判
平
成

五

h 

口
勺
凶
じ

由
、
、
一
川
口
審
を
返
し
て
、
そ
の
組
は
変
史
を
み
な
か
っ
た
の

目
的
外
向
明
の
計
司
が
更
新
さ
れ
ず
、
二
れ
ま
戸
、
職
い
は
同
体
が
使
用
科
を
減
免
さ
れ
る
形
で
供
与
さ
れ
て
き
た
組
合
手
務
所
（
行
政 Ii 
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山町序

でヤ九
i

な
く
な
っ
た
μ

い
う
場
八
円
、

計
J

務
引
の
立
貸
借
宅
が
新
た
に
必
要
ニ
な
け
、

そ
の
f
、
め
の
終
費
が
か
な
り
の
傾

こ
h

リ
ま
、
ω
二
f
J’〉
J
H

羽
レ
ミ
－

L
、、ω

l

一
：
；
、
〈
一
オ

L
J
A
J

〆か
J

、
一
の
こ
と
を
も
っ

c、
議
員
J
J体
V
J
余
分
の
l
A
U
Y乞
余
依
九
お
く
さ
れ
た
と
与
え
る
べ
き
で

で戸、、
問

は
な
い
っ

民
間
で
事
竺
刷
会
借
り
よ
っ
と
す
れ
ば
、

家
賃
守
の
1
人
中
山
が
当
然
必
安
い
な
令
。
使
川
料
の
減
庄
山
浩
組
や
こ
れ
ま
ご
は
一
，
X
け
て
、
さ
た

と
は
い
つ
一
亡
、
も
、
ム
枕
弔
判
刊
の
減
r
児
捕
に
が
【
当
す
る
立
川
は
張
ij
か
が
A
H
H

川相
L
ご
き
た

U

恥
員
団
体
に
べ
わ
っ
て
、
井
川
氏
一
一
r
M～
す
ご
い
、
つ
ub

4
 

む
こ
れ
ま
負
担
し
て
さ
だ
と
考
え
る
こ
と
も
分
ト
円
能

fあ
る
、

減
免
措
晋
合
一
ぃ
判
じ
ら
れ
た
伎
町
駅
山
が
竹
す
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、

こ
う
し
た
治
山
札
費
用
の
征
は
よ
う
く
な
る

f

そ
れ
ゆ
え
、

回
付
い
が
従
y
削

L
、
担
を
免
れ
た
費
用
の
大
え
さ
を
Y
J
え
る
と
、

対
償
額
は
市
中
↓
低
役
一
L
あ
て
も
お
か
し
く
は
な
い

長
拝
読
慣
が
山
川
底

と
な
る
の
は
、
も
と
よ
り
必
量
権
の
行
使
に
泡
脱
託
刑
の
注
与
に
か
認
め
ら
札
三
助
今
に
限
ら
一
れ
る
が
、

す
つ
し
た
世
情
ム
ー
に
も
、
況
だ
↑

明
開
〉
一
ご
革
、
え
れ
ば
、

五
時
＝
目
的
九
品
川
畑
土
寸
は
な
き
に
vi
寸1
〆い

F

）の
J
う
な
ケ
i

ス
J
b
、
五
五
一
に
は
少
な
く
な
い
と
い

2

ん

J
、つつ

3 

組
合
事
務
所
の
明
渡
し
と
不
当
労
働
行
為

組
合
事
務
所
の
使
財
を
め
く
る
誤
解

日
生
、
苛
働
省
が

γ成
一
八
年
一
い
行
一
円
た
「
川
刈
的
協
約
等
実
態
叶
叫
木
町

μ
よ
る
と
、
出
仇
校
一
（
川
）
人
以
！
の
労
保
和
ム
ロ
の
場
合
、

の
方
働
緋
合
が
組
合
半
簿
一
心
川
の
叫
市
川
リ
を
九
い
え
け
、
か
っ
、
そ
の
四
分
の
＝
以
［

」、
1
1
j
i
b

－
－
込

J
e
t
i
a
y

が
加
料
C
供
与
を
受

け
て
い
る
と
い
う
誕
態
が
あ
る
。

こ
の
よ
、
つ
な
決
刈
は
、
問
述
し
た
よ
、
つ
日
あ

次
ん
誌
出
品
ほ
か
ら
み
品
川
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
も
」
あ
へ
て
か
、
労
働
約
八
い
に

は
使
川
背
か
ら
約
〈
半
均
一
川
の
状
い
9
1
一一q
t
I
け
る
枠
杭
が
あ
る
J
J
q
ゐ
誤
解
が
広
〈
引
ム
エ
ピ
ー
弘
法
し
一
に
い
る
u

な
か
に
は
、
憲
法

総
員

｛京J、心、主） !i2 ¥2 18) 2H 〆.2¥ll2.7 .I 
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に
よ
る
亘
結
健
保
凶
か
ら
そ
の
権
利
を
主
張
す
る
判
ミ
も
あ
る
が
、
憲
法
を
「
打
ち
出
の
ご
別

こ
で
J
A
りぷ点
7
3

え六〕小一
r
m附
け
、
ツ
戸
、
、
7
1
v
h
～

解
釈
に
i
f
引
〆
が
あ
7
Q

こ
と
は
い
ろ
ま
一
～
も
な
い

で
は
、
引
間
新
〈
円
訟
は
こ
へ
か
。

と
し
か
に
、
万
協
調
台
法
に
は

1

最
小
却
の
庁
凡
さ
の
い
い
μ
務
所
内
供
与
え
戸
』
Z
E
7
5
n
《
》
？
百
二
E
C
S
C『
子
。
ぞ
か
完
」
い
ゴ
い
え
し
人
J

規

む
が
あ
る
巳
、
V
俄
前
九
わ
が
伎
川
背
h
r
h
J

を
全
け
た
と
い
う
だ
け
で
は
、

制
九
州
山
に
w
m
Jて
す
る
引
一
回

戸
市
小
町
出
の
広
さ
の
事
務
所
の
崇
与

制
台
と
し
て
の
保
設
を
た
わ
士
い
と

r
L
止
め

ヘ
条
白
書
二
号
）
れ
、
こ
の
よ
、
つ
な
干
務
引
の
伊
フ
キ
」
仙
川
市
者
予
行
事
つ
こ
と
は
、
代
打

費
援
助
の
不
当
労
州
問
／
山
川
為
に
ほ
当
た
ら
な
い
と

L
と
呪
｛
ん
｛
七
条

号
）
が
そ
れ

rあ
る
〈

し
か
し
、
て
の
規
定
内
科
ケ
つ
も
わ
か
る
よ
う
勺

、
－
れ
ら
の
刻
i
J

疋
は
、

労
働
訓
告
仁
対
し
て
情
阿
川
有
か
＝
り

一
以
小
限
の
平
内
情
所
の

T政財産山IIC＂外：杢 l寸に紺号事法l万lc . ・,c:; 

叶

hF7」

を
q
J
J

け
る

し
て
誌
め
た
（
使
用
者
に
対
1
て
労
働
相
什
ト
「
f
H
小
限
の
事
的
耐
の
供
斗
’
」
を
行
う
二
と
を
ゑ
街

と
L
r
z
d
γ
r
、
J

も
の
で
は
i
u
u
w
＼
な
い

i
！、

f
l
p
 

の
刊
叫
状
才
一
ポ
ズ
け
、
判
例
（
国
鉄
札
幌
一
也
い
引
い
ノ
戸
山
サ
件
い
い
品
川
J

判
昭
和
五
回
・
一
（
ハ
〉
（

υ民
法
、

さ
ー
ハ
号
た
川

k
一
有
（
）
は
、
企
業
ぬ
ぷ
を
叫
加
入
け
寸
前
動
の
た
め
に
利
い
い
ん
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

暗
信
者
の
尚
寸
一
同
や
片
山
川
／
｝

J

て
必
山
九
）
す
る

と
の
す
山
尚
一
千
明
咋

γ
L亡
い
る

具
体
的
に
は
、
次
の
で
つ
一
い
い
へ

企
業
に
辰
浴
さ
れ
て
い
ふ
労
偽
名
は
、
企
業
内
所
有
し
管
却
す
る
物
り
対
抗
誌
の
利
用
を
あ
ら
か
じ
め
一
引
存
さ
れ
て
い
る
場
八
い
い
か

少
仕
く
な
い
n

し
か
！
な
が
ら
、
こ
の
司
討
が
、
特
段
の
合
意
が
あ
る
の
、
な
い
限
り
、
「
鹿
川
川
M
J
I

約
の
抱
U
H
r
従
っ
て
w
ガ
務
を
4
九
位
J

tF
る
た
め
に
必
誌
な
範
匹
に
お
い
て

カ
ワ
、
定
め
ら
れ
た
企
業
収
停
に
扱
ー
す
る
堪
慌
に
お
い
て
利
弔
す
る
と
い
う
限
度
に
と
、
ど
ま

る
も
の
で
あ
る
こ
と
心
、
ポ
却
に
悶
N
P
円一
L
－L
占
「
然
一
じ
あ
り
、

Lhf一
が
っ
て
、
月
夜
労
働
背
に
刈
し
J
b
の
範
匹
を
こ
え
又
は
む
と
異
な

取人法羊JG2 (2 ：引 ZIS12Cl乙 7l



,,ii 

る
怒
昧
に
お
い
て
そ
れ
を
利
町
？
う
る
権
限
会
付
り
す
る
も
の
と
い
へ
こ
と
は
で
き
な
い
c

ま
た
、
労
協
組
弘
円
心
J
υ

」↓然に
J
L
コ「出人
L
尖

の
物
的
均
一
誌
を
列
席
す
る
ほ
利
キ
保
障
さ
れ
と
い
る
1

戸
市
ず
べ
き
到
jJ一
は
な
が
ら
存
し
な
い
か
ら
、
労
仰
向
軒
台
又
は
そ
の
組
作
員
一
J

で戸、、
問

あ
る
か
ら
て
い
っ
て
、
淀
川
者
の
日
高
主
し
に
と
い
物
内
施
ぷ
を
刈
出
い
す
令
権
限
や
も
っ
て
い
る
と
い
う

P

｝
し
一
は
で
主
一
な
い
コ
ち
っ
と

も、

ψ
」
一
内
企
長

γ
序
川
さ
れ
ふ
労
偽
名
の
ゐ
を
も
っ
て
紘
織
さ
れ
る
け
ゲ
倒
和
台
（
い
わ
ゆ
る
企
業
均
詩
人
わ
）

の
陽
台
い
あ
っ
て
は

山
町
」
該
企
業
の
物
的
泌
校
内

Ltて
の
活
設
の
烹
宏
な
ぬ
2
せ
さ
る
を
符
な
い
の

じ
あ
る
か
り
、
そ
の
活
誌
に
つ
き
心
物
的
施
設

を
利
市
ず
F
O
必
叫
ム
什
の
れ
ん
さ
い
こ

k
は
れ
U
Jて
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
労
働
相
九
円
に
よ
る
企
業
の
防
的
持
設
の

札
川
は
、
本
末
、
州
出
川
者
と
の
日
川
口
一
げ

f
v生
寸
に
よ
る
ふ
己
苛
ご
い
本
づ
い
て
れ
わ
れ
る
べ

3
も
の
で
あ
る
こ
と
は
此
に
述
べ
た

1
こ
ろ
か

ら
山
中
っ
か
て
あ
っ
て

利
引
の
必
山
宵
性
が
ん
さ
い

P

｝
と
の
ゆ
え
に
、

mH師
側
何
川
ム
づ
ん
は
そ
の
組
合
員
に
お
い
ぜ
て
や
業
の
羽
前
九
同
誌
を
判

ム
口
市
川
則
的
打
、
め
仁
科
川
し
う
る
権
限
を
収
得
し
、

よ
チ
た
、

使
川
山
者
に
お
い
て
労
働
組
合
↓
ん
は
そ
の
組
台
員
の
組
合
活
動
の
人
7
め
に
す

る
全
装
の
均
的
り
ぬ
設
の
利
川
を
交
ん
ω
レ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
え
務
を
い
問
、
っ
と
す
べ
き
洲
市
問
は
な
い
、
と
い
、
つ
べ
き
で
あ
る
ハ

I
h
の
よ

ぅ
f
h
、
守
働
組
九
円
又
は
そ
の
組
ム
U
H一
が
使
用
者
市
川
州

4
7ぷ
甘
却
す
る
物
的
施
設
ご
も
っ
て
定
玄
こ
れ
が
工
業
秩
序
の
も
l
〆て

川
法
口
の
い
国
市
い
い
供
さ
れ
て
い
る
も
の

の
一
副
誌
を

H
Fゼ
L

／
一
な
く
純
介
活
動
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
ご
は
前
さ
れ
公
い
も
の
こ

い
う
べ
主
で
あ
る
か
ら
、
F

オ
鍛
組
合
J
人
は
そ
の
刑
台
は
か
慢
町
昔
の
許
立
会
一
件
な
い
で
以
！
の
で
つ
な
ム
実
の
物
的
施
設
を
利
閉
し

て
組
合
計
一
誠
一
を
行

7
－一〆一は

一
れ
ら
の

E
に
対
L
そ
の
列
山
を
L
d
3
な
い
こ
と
が
ふ
w
j

刊
日
物
的
祐
一
夜
ド
っ
き
笥
町
1
f
が
ち
す
る
権
利

内
航
市
三
あ
ア
却
と
認
め
ら
れ
ふ
そ
つ
な
特
設
の
争
再
が
あ
ふ
場
合
を
伶
い
ど
は
、
政
相
吻
環
山
引
を
、
4J
汁
ぬ
好
に
保
持
し
叫
停
の
あ
る
木

務
の

る
よ
う
に
当
該
物
的
施
説
会
管
山
内
科
羽
一
7
フ
心
松
沼
γ
H
の
権
限
を
ハ
泣
し
、
〈
前
川
μ
秩
序
を
乱
す
点
の
で
あ
れ
J

一

て
、
正
当
な
刺
八
f

活
動
と
し
て
一
汗
当
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ゐ
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い

f
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十
札
件
は
、

の
畑
制
作
員
が
、

鞍
H
H
寸
問
所
備
付
け
の
い

J

ノ
刀
仁
要
求
事
項
岱

J

を
ニ
記
入
し
三
ピ
ラ
を
じ
許
可
で

同
日
仏
～
へ
河
鉄
仏
，
働
組
ふ
川
｝

尚
刊
に
行
為
が
、

H
半
な
私
合
計
討
に
は
必
一
F
ら
な
い
と
さ
れ
K
J

手
作
で
あ
ム

γ炉、
そ
の
ト
ヲ
シ
に
は
、
た
ド
み
た
呉
目

k…
山
河
村
川

数殺］川民組人ム川

事
引
の
判
決

と
、
j

L

一、

ru
町一一
A
q
J仏
斗

1

川匂一けノ

ζ

大
き
く
豆
な
い
リ
ム
ロ
つ
も
の
ぶ
あ
る
。
計
誌
と
市
内
と
い
う
黒
い
は

ムめ
9
h
w
v

む
の
の

八
一
此
叶
仁
川
加
設
河
村
市

の
れ
川
山
町
）
に
は
ん
汗
議
（
品
川
J

J

て
必
要
と
す
る
と
い
う
点
で
、

ベ
ー
一
人

2
な
る
考
え
刀

が
r
h

八
過
し
て
い
る
以
一
、
そ
う
な
っ
丈
と
し
て
も
な
？
り
小
忠
ぷ
で
は
な
い

U

い
わ
ゆ
る
小
、
務
員
労
組
の
士
か
に
は
、
λ

ゲ
働
約
r
」
円
九
止
の
沼
市
を
－
u

又
け
る
現
菜
職
員
寺
で
組
織
3
れ
る
労
働
糾
九
れ
が
ん
f
け
ま
れ
て
い
F
O
と

ア
h

三
、
‘
一
、
〉
一
一
ミ
2

－
1

h
t
1
X
J
7
品
H
A
l
v
一》一
L

て

組
ム
事
務
一
町
の
仏
人
寸
に
つ
い
て
、

川
川
牛
仙
の
九
時
刑
を
受
け
な
い
非
羽
主
総
員
で
糾
絞
さ
れ
る
戦
良
川
停
と

は
L
豆
一
士
る
特
別
の
格
利
が
認
め
－
つ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
い
な
い
、

日
政
則
差
zU2
何川ム

zr判
明
一
叫
と
し
て
情
阿
川
さ
せ
4
喝
き
に
は
、

、6V
や
寸
！

4

1し
？

」

L
η
j
l
l
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円
的
外
使
間
の
託
川
町
と
、
t
A
J
7
4
続
き
を
whむ
こ
と
が
必
要
に
な
る

3

れ
弐
に
お
か
っ
た
誤
解
を
山

4
た
め
に
は
、

せ
よ
、

二
の
こ
k
も

町
寸
ご
九
一
叫
す
れ
ω

必市夕、
u
よ
み
？
っ

支
配
介
入
と
い
っ
名
の
フ
ィ
ル
宝
l

れ

は
？？？ミ

σ〉
問。4行
司汁

し、

え

ち
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「
使
町
告
は
、
労
協
調
合
に
対
〆
、
竹
一
M
M

に
A

業
施

H

ぶ
の
が
を
私
人
け
L

亭
務
所
匂
て
ど
し
て
貸
5
J
す
べ

の
で
は
な
く
、

貸
与
す
る
か
ど
う
か
は
原
引
と
し
ご
涜
川
告
の
は
自
に
任
ろ
れ
て
い
る
一
〉
併
存
組
合
間
の
注
目
別
が
問
題
と
な
っ
た
じ
存
ヨ
勤
ー
キ

事
糾

f
h
j
収

合

F
務
所

、3
3
l
、

パ川
J

J
示
F
川
台
小
’

a
i
－
ヘ
汁
時
二
一
川
じ
号
一

一
一
百
ご

。
）
ミ
J

、ij

－、

i
f－
し
：
t

最
高
裁
は
こ
の
よ
、
つ
い

γつ
口
先
に

み
た
川
山
玖
札
幌
定
牝
灰
事
が
の
判
以

（
円
附
一
一
小
判
明
和
五
凶

ヘ

を
基
梶
山
ト
唱
え
て
も
、

L
か
し
、
こ
り
ょ
っ
に
い
う
こ
と
が
で
六
一
る
の
は
、
あ
く
ま
で
昧
汎
論
と

L
て
で
あ
J
J
I
、

皮
貸
与
J
L
h
J
糾
ん
？
？
務
所
内
円
滑
べ
市
M

L

を

川ヘ
ι
討
が
ホ
役
す
る
ι

伎
町
内
が
求
め
た
と
い
う
よ
う
な
易
合
に
は
、



た
と
え
ば

市
労
委
の
「
ノ
オ
働
委
門
司
会
命
令
デ
？
タ
ベ
ヲ
ス
一
に
よ
れ
ば
、

昭
和
川
七
札
一
一
n
け
か
ム
市
成
凶
年
一
一
月
ま
で
の
同
一
リ

,,ii 

ミ

7
p
i
、j

h
丘
寸
口
市

Li
中
イ
し
て

軒
九
門
事
務
川
の
明
波
が
支
配
人
庁
一
人
の
〈
t

当
労
約
ノ
lu
為
に
一
寸
ヤ
一
ー
す
る
か
今
治
が
間
記
と
な
っ
た
引
件
（
一

で戸、、
問

一
一
五
件
？
っ
ち
、

主
に
そ
の
ム
二
区
に
当
寸
る
一
八
件
で
、

欽
済
巾

υ
て
が
沼
件
さ
れ
し
い
る
、
市
リ
て
、
γ
某
司
さ
れ
た
も
の
も
A
ι
h
i

あ
る
と
は
い
ろ
も
の
の
、

一
h

も
の
に
浪
h
v
れ
て
い
る
の

緋
合
川
い
が
い
な
く
な
円
と
ケ
ス
山
市
引
栄
一
バ
移
転
↓
い
か
ら
も
ケ
ー
ス
等
、

い
ず
れ
も
特
殊
な
事
花
と
い
え
ゐ

田
品
、
つ
に
、
そ
の
行
射
に
は
、
次
の
よ
う
な
ず
守
え
方
日
子
、
あ
る
。

つ
ま
り
、

一
労
働
組
合
ト
と
っ
て
、
初
台
市
νr情
一
川
は
組
ヘ
戸
、
出
勤
の
基
盤

で
あ
り
、
問
削

U
Hが
約
ム
と
の
労
使
合
意
に
長
づ
き
そ
の
治
動
の
拠
山
、
と
な
る
半
務
所
在
貸
与
し
た
口
十
、

そ
の
使
川
以
、
U

キ

44氏
に

川出ム寸の
f

ド
王
的
運
営
に
を
叫
ら
わ
れ
、
使
用
高
は
そ
の
運
営
に
ハ
叫
し
不
当
に
介
入
、
ず
る
こ
ー
は
河
川
芦
れ
な
い
v

（
日
川
原
学
同
事
件
市
岡

山
小
品
川
円
安
平
成

一川
M

’d
令
一
ょ
す
る
考
、

f
h
rあ
る

と
は
い
え
、
）
の
よ
う
な
考
え
ん
の
も
と
で
は
、

い
っ
た
ん
組
む
事
務
所
か
労
働
組
合
に
貸
L
J
す
る
と
、

そ
れ
が
組
合
汚
助
の
基
慾

〉

｝

丈

、

r
f
かか
H

h
ノ

人
で
も
初
ん
い
門
員
が
投
）

L
Yムr
M
b
、
机
へ
い
与
務
所
の
阿
波
、
〕
辻
も
と
よ
じ
、
労
働
組
合
が
い
匹
以
辺
、
〆

勺
寺
J
F

り

入
品
山
川
仇
u
r
l品、

こ
れ
や
ど
の
よ
う
に
便

M
1る
か
に
つ
い
て
も
、

問
η
J
F
Zず
な
い
ニ
い
、
三
＝
引
い
な
y

ぺ

ノ
人
配
介
入
ど
い
ろ
朽
の
フ
ィ
ル
タ
3

を
迫
ト
ド
一
ば
、

戸
が
ほ
ど
特
別
の
J

サ
怯
が
あ
る
し
か
、
人
念
な
対
策
で
も
誌
じ
な
い
一
点
リ
い
て
い

の
A

宮
川
者
の
打
為
は
市
中
1
労
殴
行
為
に
な
っ
て

L
ま
λ

ぞ
れ
が
労
務
担
当
判
明
坊
の
実
感
で
も
あ
る

J

ま
た
、

二
与
し
た
り
刀
働
委
民
会
内
取
扱
い
は
、

詩人品川いい
μ
務
所
内
世
、
与
が
行
r以
「
ぽ
産
の
使
用
の
抗
日
ル
と
い
っ
形
一
＼
な
さ
れ
7
L

き
た
耕
一
九
戸

刊
円
一
一
一
ひ
じ
の
令
参
回
二
ハ

でふめっ一｛、、も、

Y
泌
設
総
合
事
山
内
大
佼
附
万
吾
川
l

成

こ
の

t
引っ

特
に
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い

、
行
民
法
的
な
判
Y
E
と
は
別
の
次
配
で
、
不
当
労
働
行
め
の
成
れ
い
は
判
配
さ
れ
る
の
少
な
く
と
も
λ

？
っ
し
れ
J

円
能
刊
の
あ
る
こ
と
日
f

円

は、

A
J
I
に
l
L
と
め
る
必
更
が
あ
ん
う
＝
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し
た
が
っ
一
f

＼
施
設
管
理
憶
が
公
よ
い
ー
の
や
理
作
用
？
？
い
て
の
性
携
を
石

4
る
こ
寺
を
間
出
寸
に
、
山
設
の
伎
町

（
組
合
事
必
耐
の

提
供
）

い
っ
し
で
も
、
民
司
へ
い
業
と
は
円
相
、
な
る
般
協
？
な
検
討
し
M12訟
と
す
る
J
）
レ
ッ
た
、
住
は
、

一
同
開
だ
に
さ
れ
な
い

IL4え
た
り
が

4

－
 

L

d

d

l

 

と
と
、
ス

rμ
、

（
円
ド
郎
改
心
川
判

｛
小
一
什
川
郵
伸
戸
間
刊
号
紘
九
戸
事
昔
日
主
）

事
イ当ニ

中
労
委

（
京
店
地
判

γ成
一
九
a

労
汁
九
剖
六

E
U立
山
貝

八
人
討
が
？
っ
た
「
郎
促
「
河
施
j
H
の
状
況
に
つ
い
ご
は

有

L
、
郵
便
局
地
設
が
叉

以
止
円
umγ

品
度
の

ヲ
、
つ

3

F
巳

j
L十
字
イ
し

l

間
企
雫
υ品
交
し
い
異
な
り
宮
迄
物
と
じ
て
公
共
の
旧
ト
仏
せ
ら
れ
る
こ
と

（
そ
の
障
理
は
、

公
判
的
作
行
後
は
科
目
川
別
院
法
の
辺
川
は
な
い

も
の
の
、
公
決
の
治
理
υ
川
と
し
て
の
捻
設
住
］
理
作
い
よ
ふ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
）

に
照
ら
し
、
現
何
一
段
び
将
末
的
な
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業
務
の
円
崎
製
仕
を
検
討
し
、
組
介
事
務
率
を
提
供
す
る
余
緒
的
＋
石
川
止
を
段
浮
か
っ
快
可
に
長
察

t
べ

J
J
4

で
あ
る
」
と
の
主
張
が
そ
れ

で
あ
る
が
、
作
品
判
山
は
次
の
よ
う
ト
し
て
、
こ
れ
を
斥
り
て
い

山
苛
制
約
九
い
は
仙
以
内
ぺ
者
と
の
介
イ
い
の
使
用
許
川
市
一
あ
っ
ふ
／
場
合
に
企
業
の
け
刷
誌
が
一
利
尽
す
る
こ
と
か
で
さ
る
こ
と

ft
び
使
同
月
y
日しし

し
ご
は
日
心
す
る
波
数
組
合
に
い
川
し
て
人
日
間
的
な
理
山
川
な
く
日
ハ
な
る
政
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
こ
は
、
判
一
政
的
川
み
令
と
い
山
山
八
L
尖

ー
〆
の
川
司
で
遣
い
は
な

j

＼

L
L
1比
の
ひ
抑
的
な
理
ヰ
の
存
行
を
叶
什
附
す
る

L
t
↓た
J

て
、
原
J

と
民
川
叶
〈
「
円
ノ
ハ
ど
の
宵
で
手
更
は
な
い
と

ぃ
、
つ
べ
し
会
で
ふ
的
7
Q

一。

本
仰
す
は
、
特
疋
の

に
対

L
て
桁
行
事
務
五
を
貸

7
し
な
か
っ
た
こ
と
が
、
ー
メ
配
十
人
の
京
当
労
附
問
ノ
仁
川
ニ
ド
ψ
」
た
る
か
、
？
っ

八
ム
什
が
、
宅
設

L
Lに
局
併
の
伏
訟
は
、
本
刊
に
い
日
け
乙
具
体
的
事
J

太
に
回
ら
し
、

貸
う
し
て
い
h

似
の
労
働
糾
合
と
の
取
扱
い
の
追
い
持
正
ψ
！
化
J
q
ゐ
合
理
的
な
理
山
台
は
い
え
な
い
l
L
さ
れ

一
刀
が
争
点
と
な
っ
た
事
件
で
あ
ふ
が
、

組
合
事
務
ιム十を
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た
だ
、
本
什
を
離
れ
ミ
い
よ
ば
、
温
合
員
殺
に
誌
明
治
な
速
い
が
あ
る
場
人
円
十
、

hr宵
～
一
専
従
の
右
主
一
…
に
よ
っ
て
組
合
行
υ務
所
の
貸
与
に

三
を
設
け
る
こ
と

f

方
の
私
ム
は
じ
は
貸
ロ
J

L

、
他
万
の
組
合
に
は
岱
ハ
ロ
J

し
な
レ

F

℃ど）

は
、
判
例
へ
fmm…hw
－

H
7川
河
到
す
｝

新
作
事

で戸、、
問

務
所
）

い
の
さ
更
を
正
当
行
い
す
る

事

件

最

ト
3
3
1し、

d
w
L
E
午

f

． 
1¥ 
~＇ 

の
い
う
中
立
保
持
義
務
に
は
決
r
同一
γ
ず
、
白
一

合
珂
約
九
品
却
山
川
、
と
な
り
得
る
と
革
、
ス
ゐ

在
籍
専
従
の
右
仙
に

k
っ
て
、
桁
ム
F
事
務
引
を
品
川
守
す
る
か
ど
う
か
を
仇
だ
す
る
刀
法
は
、

回
る
な
か
じ
良
林
水
白
川
在
日
p
u取
近
に
な
っ
て
一
九
旧

L
た
4
T
I
い
で
あ
る
が
、

こ
の
、
つ
ら
、

ヤ
ミ
占
ユ
十
j
J
f
H
刈
山
訟
の
解
以
を

斗
ト
仇
也
専
従
の
い
る
労
働
約
八
い
や
聡
品
川
凶
作
は
、

叫
J
J

寸
法
市
寸
信
～
の

た
め
の

職
場
」
を
必
要
と
さ
ふ
も
の
の
、

ノ戸
l
、＼L
J
l
p

J
i
b
i
 

ぷ
ん
一
緒
専
従
の
い
な
い
労
働
組
令
等
一
と

J
J

て
は
、

泣
行
事
此
作
所
と
は
い
っ
て
も
、

勤
務
呼
間
外
の

そ
れ
が
勤
務
刊
問
中
仁
使
矧

3
れ
？
）
レ
一
に
な
れ
ば

と
ま
り
地
」
と
し
て
の
主
来
し
か
持
ー
に
な
い

十九
μ
十
ど
お
り

、
ベ
ミ
古
J

，
祉
の
し
叫
尽
と
な
る

F

」
と
ト
も
…
山
出
立
す
る
必
要
が
あ
る
へ

壮
語
d
u
／
引
が
い
る
治
、
り
と
い
っ
て
組
合
事
務
所
を
仰
山
守
す
べ
主
＋
九
務
が
山
用
者
ヤ
V
」
同
に
ヨ
じ
ゐ
わ
け
で
は
な
し
が
、

少
な
く
ト
y
－も

自
治
専
従
の
ド
ヘ
ヘ

v

的
、
紙
日
以
体
に
対

ν
て
辻
、
組
合
事
務
所
を
供
与
す
る
開
山
（

ιハ
さ
が
そ
も
そ
も
な

こよ
J

い
え

ば
、
百
い
泡
ぎ
と
め
マ
リ
う
か

干高

公
務
員
労
働
喝
係
法
の
制
定
と
そ
の
問
題
点

ほ事

じ
己
何
同
門
Aμ

ド
徒
出
包
札
、
を
の
～
品
川
相
続
審
誌
寸
引
い
y
な一ツ

t
い
る
法
律
烹
の
－
つ
に
「
同
門
家
公
法
見
の
労
働
珂
係
に
叩
叫
す
ゐ

川
川
い
伴
案

（以

τ
「
川
内
心
不
公
務
以
労
倒
明
日
除
法
案
一
と
も
い
う
）
が
あ
る
の
例
法
案
は
、

4
m札
業
の
M
門
家
公
務
員
に
労
使
協
約
締
杭
心
情

を
什
刊
つ
す
る
も
の
と
し
ご
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
本
訪
問
の
越
し
f

一
刻
遅
す
る
幾
つ
か
の
胞
で
を
泣
〈
す
も
の
と
も
な
／

J

て
い
る
。

そ
こ
で
、
口
ト
で
は
、
こ
の
よ
う
な
附
述
規
疋
に
約
を
松
ゐ
形
で
、
川
法
案
の
問
題
ト
ハ
に
つ
い
て

yγ
叫
ん
て
み
た
い

ご
三
、

F
ト
ニ
今

ふん
ι
J
J
一
〆
パ
パ
ゾ
γ
ボヴー、
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同
法
に
氾
め
る
戦
員
以
体
に
関
す
る

M
Tノ
は
削
除
さ
れ
る

J

ま
三
、

つらIf
u、ai"
r さ

も ic
ロj 乙
検 jヰ｜
グ〕訟

法公
L出： hi
iI 員
うす 法
？の
；；て Eて
き iE 
fし 1:
,, ~＇ 

しつ

るとJ て

才、

ん

:J 

地トハパケ公必
r
詞
に

え
で
の
一
六
J
h
L
人川山’
M
N
、の戸。、っ－
L
ん
正
め
て
い
る
一

（
団
体
ー
父
渉
の
範
囲
）

第
十
朱

4
1一司
ι
l
h

、

認
副
主
れ
た
も
一
俄
桁
～
ー
か
り
ん
叫
い
潟
け
る
事
羽
に
つ
一
い
て
週
以
な
回
体
交
沿
の
中
入
れ
が
あ
っ
h
J
J勿
ム
じ
に
お
川

て
は
、
？
の
中
入
れ
ト
応
「
ペ
ミ
」
地
ハ
ペ
～
リ
つ
も
の
と
す
る
〈

職
員
の
俸
給
そ
の
他
の
給
H
J

、
役
務
時
間
、
休
掛
亡
、
休
日
及
び
休
暇
一
関
す
る
手
市
山

職
員
の
昇

U
、
併
任
、
お

F
、
休
職
、
免
職
及
び
決
成
の
柴
山
一
に
関
す
る

F
一以

T政財産山IIC＂外：杢 l寸に紺号事法l万lc . ・,c:; 

叫
帆
員
の
即
位
、
安
半
保
持
泣
び
災
古
橋
漬
に
院
す
る
由
攻

別
号
仁
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、

職
員
の
勤
務
条
件
に
問
オ
る
阜
下
地
ハ

つ

国
の
事
務
の
治
理
及
び
u
土
げ
に
闘
す
る
号
店
は
、
問
河
父
沙
の
叫
ん
訟
と
す
る
こ
と
が
で
さ
ん
か
い

/¥ 

条
ベコ
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村
山
体
交
渉
の

の
仇
川
山
一
。
働
組
九
れ
と
い
っ
凶
町
と
の
尚
の
ガ
枝
問
係
に
際
宇
る
手
足
ノ
以
下
ー
労
使
間
－
保
守
日
明
」
と
い
う
よ

十

II 

類
似
の
凱
定
は
、
村
市
い
z
広
川
似
す
行
政
法
人
与
の
労
依
間
一
吋
に
喝
す
る
法
律
（

m相

年

一A
T
口

C
I法
律
第
二

π
一〕号）

治
方
公
」
命
芸
与
の
り
刀
働
問
判
係
い
川
刈

γ

（
同
和
一
一

t
A
q
じ
け
円
二
円
法
律
第
二
八
九
円
ワ
）

L
h
品
川
い
も
み
fh
れ
い
る
が
、
こ
れ
ん
の

川
川
い
伯
げ
に
は
引
一
絞
関
係
事
羽
が
同
体
父
捗
の
対
象
事
幻
と
な
る
こ
と
を
規
疋
し
た
国
家
公
務
員
万
働
関
係
法
系

c
t
日
叩
立
tロ
ソ
ト

該
当
す
Q
U疋
め
が
な
い

同
い
家
公
沿
い
同
労
働
問
修
法
案

C
条
一

に
い
と
J
2
7
h
d
人
上
、
、
h
r
p

）

主〆ノ￥ター一ノイ
i
π
n
し
R
Yや

羽
一
守
か
ら
川
門
「
Z
J

ま
じ
一
旧
札
｛
U
J
q
ゐ
事
項
の
ほ
か
、

一一〆
4

P

一、

よ
［
会
J

ト
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つ
口
、
は
、
斗
吐
f

父
沙
の
手
続
に
闘
す
る
喜
一
4
一
川
（
お
よ
び
背
情
処
闘
に
関
す
る
事
点
、
が
、
地
ト
h
d
公
叫
ん
忙
よ
と
ナ
に
つ
い
て
は
、
合
情
い
し
は
型
に

出同
Lr
る
ポ
反

ir、
そ
れ
ぞ
れ
到
材
交
沙
の

れ
る
こ
と
は
有
に
言
及
し
た
与
抗
手
か
ら
も
明
ら
か
L

い
え
る
が
、
寸
京

で戸、、
問

れにが
M
H
「
（
、
出
力
働
関
係
法
案
一

C
糸

労
笥
阿
川
係
uu羽
一
が
川
川
仏
支
持
の
干
絞

L
と
刀
工
う
な
「
山
ガ
倣
紙
片
レ

泊（
J

川
門
勺
に
い
、
っ

刀
両
と
の
州
の
け
，
M
前
調
係
い
渇
す
る
事
市
川
一
を
含
む
の
か
に
つ
い
て
は
、
条
？
え
か
ら
は
ま
コ
一
た
く

l
扶
と
し
な
い
っ

国
家
公
務
日
H
W力
的
関
係
法
案
一
一
条
本
ー
は
、

認
一
副
九
一
引
た
労
働
桁
ム
ー
し
よ
ゴ
司
は
、
第
条
治
刻
々

F
5に
斜
げ
る
事
項
い
閣
し

日
作
協
約
を
約
粘
ず
る
こ
と
が
で
戸
九
州
一

1
L
唄
疋
し
ぐ
れ
る
二
と
か
ら
、
仮
に
川
制
ム
戸
市
上
務
所
生
T

一
一
パ
弘
培
取
江
h

す
に
疋
め
る

一
労
使
関
係
事
項
」
に
含
ま
れ
る
と
い
う
二
と
に
な
る
と
、
こ
れ
ー
と
一
行
政
財
涼
心
目
的
外
使
引
の
zi可
」
と
の
関
係
を
と
の
よ
う
に

押
印
川
す
る
の
か
が
直
ら
に
問
題
と
な
ム
U
m
c

そ
も
そ
も
矧
汁
事
務
市
の
供

7
ト
院
J
q

ゐ
事
y
ぽ
仏
、
川
竹
山
明
日
直
リ
川
門
事
項
と
し
て
こ
れ
か
一
凶
作
交
渉
の
川
村
主
事
瓜
円
以
同
人
け
め
な
し
と
い
、
っ

仰
叶
釈
も
あ
っ
介
は
す

、
行
此
財
盆
の
け
目
的
外
使
川
に
つ
い
て
は
、

る
λ

余
地
予
な
、
い
こ
と
か
っ
す
る

契
約
と
L

る

二
｝

L
？
Z

U

1
斗
ヲ
人

dJhyL一
三
ノ

h
J
ヂ
」
〉
、

半

、

1
ゥ

E

I

，
Y
〕
マ

j

l

の
た
池
は
在
い
と
さ
え
り
れ
る
ま
た
、
許
可
を
父
渉
に
か
か
ら

ν

め
る
、
」
と
は
、

許
叶
制
ト
ヘ
米
の
泳
、
v
－
？
と
も
相
行
れ
な
い
c

肝一一
L
一
山
め
バ
寺
、
ぇ
’
f
ば
、
こ
う
い
う
こ
レ
一
に
な
’
？
っ
c

F
と

1

舟パ
V
トノ

叶
本
八
F
J

舟
員
労
掛
川
河
げ
防
法
案
に
は
、
労
働
俳
ム
ロ
司
、
」
条
を
そ
ア
ル
ー
こ
し
た
ぷ
h
u汚
的
行
為
の
禁
止
規
定
も
置
か
わ
い
て
い
る
一

次
の
よ
う
に
J

止
め
る
九
条
の
胤
宗
が
そ
れ
で
あ
る

（
不
当
労
働
行
為
）

第
九
条

大
ト
灼
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
コ

当
一
同
は
、

職
員
が
労
倒
内
科
与
一
の
組
ム
民
む
め
る
こ
と
、
労
働
組
ん
に
い
胤
人
し
、

τ［
く
は
こ
れ
を
結
成
し

E
う
と
し
た
こ
と
い
右
し
く
は
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労
働
組
作
の
d
山
「
九
歩
行
為
長
ぷ

γ
」
こ
や
理
山
と
し
て
、
ふ
の
戦
号
、
を
児
殺
し
、

）

j
A

グ一い

J

、l
i

そ
広
叶
i

ご
わ
－
L
ふ
た
し
て
寸
ぷ
l
u
p

す
る
こ
と
止
は
労
掛
私
ム
は
じ
川
人
位
ず
、
打
L
ノ
＼
は
、
町
村
ャ
俄
組
合
か
ら
況
返
す
る
－
こ
f

を
救
員
の
汀
免
町
一
条
件
と
す
る
こ
と

認
証
さ
れ
た
労
僚
組
合
と
凶
体
交
叫
ゃ
ー
一
ヲ
る
こ
と
を
リ
当
な
理
白
が
ら
く
一
日
一
む
こ
／
一
、

成
員
カ
労
働
組
台
を
結
成
し
、
若
し
く
は
遠
い
す
ふ
ご
い
を
支
配
し
、

h
h
L
〈
は
二
れ
に
φ
入
す
ゐ
ご
と
、

又
は
労
品
川
市
九
戸

引
退
営
の
た
約
の
経
費
の
よ
払
に
つ
主
将
巡
の
。
I
U山
本
与
え
る
こ
と
u

た
だ
し
、
州
市
二
条
第
同
羽
の
瓜
’
て
｛
「
泡
法
な
判

、
勤
務
同
開
小
に
お
い
て
弘
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
規
！
疋
ー
ー
さ
干

Z
n／
れ
わ
れ
る
勤
務
守
山
小
の
凶
体

交
必
に
ふ
タ
明
ず
る
職
員
に
対
L
給
与
を
支
衿
づ
る

p

」l
＼
及
び
v々
的
判
円
台
に
対
l
u杖
小
限
の
広
さ
の
事
務
所
を
供
与
ヨ
る
こ
と

を
払
怖
く
も
の
と
J
9
る
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叫
帆
員
が
委
員
会
に
対
し
当
局
が
、
」
の
条
の

に
違
反
し
た
ん
山
口
の
中
立
て
か
一
ー
た
こ
と
J
へ
は
一
会
員
会
が
中
」
設
中
止
て
い
係
る

川岬ム阿川吉

ν
く
は
評
問
J

川
、
三
井
－

7
＼
は
斗
事
者
に
利
断
を
し
初
め
、

r
y＼
は
宗
十
川
内
九
人
待
攻
作
ロ
ソ
に
（
｝
め
る
4
n
と
認
一
宅
、
二
れ

主
／
げ
ん
働
組
九
円
と
の
陪
に
発
＝
、

J

た
紛
下
の
詞
幣
を
す
る
場
合
に
枇
員
が
一
一
正
拠
が
一
提
示
、
1

1

u

y
、は品九九戸
2

ど
〕
／
と
を
理
由

f

J
＼
そ
の
職
員
会
山
花
殺
し
、
そ
の
他
こ
れ
に
対
ー
し
て
不
利
誌
な
取
扱
い
を
す
る
と
〆
C

組
合
事
務
所
の
供
与
に
つ
い
て
い
、
え
ば
、
そ
れ
が
た
？
三
団
休
交
泌
の
対
象
半
J
Vし
は
人
f
h
ま
れ
ヘ
ム
い
と
の
炉
釈
に
落
者

J

た
と
し
て

ら
、
当
ー
一
切
が
ι山
出
許
可
ゐ
一
更
新
せ
す
に
秘
介
事
t
崎
戸
川
川
内
川
J
A
し
を
求
め
と
り
、
出
減
数
の
労
働
組
合
計
J
Lめ
す
ゐ
な
か

々
の
労
倒

組
合
に
対
し
て
の
み
校
川
引
円
を
つ
え
な
い
と
い
う
じ
お
に
出
引
ば
、

こ
の
こ
と
が
出
ム
配
十
人
の
京
当
労
悔
ノ
仁
川

v

於
済
市
止
で
へ
と

小
慣
れ
な
当
局
K
J
耐
え
ら
れ
る
l
L
は
到
高
山
え
な
い
ー

へ

い叶～口
h

れ
な
い
と
い
、
つ
べ
云
一
」
で
あ
ん
、
つ

J

」
の
山
4
T

を
〉
二

J

て
も
、
古
山
与
す
の
日
～
士
山
L
は

出
結
J
9
Q
c

こ、っ

1Jた
事
援
に
、

し、,, 
rぜ
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,,ii 

一
を
一
己

へ工一門
I
、

4
4
k
 

一
お
弓
【
れ
の
掃
を
小
川
島
ん
が
、
怖
い
の

1
E
2会
主
木
h
J
、

日
h
W
7
ρ
一円いれ
L
L

て
れ
ゆ
去
、

十六i
杭
の
司
存
に
却
す
る
門
川
げ
計
百
七
円
付
ハ
パ
口
、
事
設
省
で
あ
る
川
弓
に
あ
る

J

川一
3

3
を

山

谷

ト
J

叫
が
λ

そ
れ
ぞ
れ
間
早

L
、
全
刊
の
u
一川笠

で戸、、
問

（i
～
止
式
乞
私
は
中
沖
八
台
U
H
け人
fy晴
行
勺
飴
の
管
内
川
い
尚
一
円
ヲ
己
規
則
」
？
ー
あ
り
、
以
の
引

M
I
M
E
H
力
働
省
の
ウ
工
ノ
ブ
サ

r
r
卜
科
載

さ
れ
た
も
の
に
よ
る
な
お
、
そ
こ
に
し
三
「
営
住
戸
川
庁
」

ζ

は
合
日
庁
芹
ヰ
ザ
一
戸

fru厚
生
、
川
働
省
を
、
一
倍
市
弓
ケ
一

L

と
は
ハ
ォ
同
庁
舎
方

法
は
す
る
官
在
住
－
一
点
外
的
。
T

J

S

F

、
一
廿
一
洋
戸
守
一
ン
は
こ
れ
r
い
の
管
理
L
E
U
お
よ
び
何
』
巴
正
一
し
ハ
戸
粂
門
勺
（
川
崎
川
す
を
を
山
」

へ
2
）

匂

井

忠

出

口

4
F
J
h
の

官

辺

町

山

1
2
政
法
化
不
（
九
、
（
句
悲
判
、
昭
和
五

q
ん
を
一
一
一
百
を
参
照

八
公
務
民
間
係
下
例
川
町
究
会
編
「
剖
ハ
小
、
務
！
日
旬
開
の
明
両
と
芋
ヘ
務
官
H

一
一
協
法
友
、
平
成
↓
六
乍
）
ヒ
パ
ヌ
を
昔
日
。

（
パ
一
～
井
陀
氾
ほ
か
口
目
台
。
ヘ
ヘ
首
企
業

A
Y
V的
問
係
法
』
、
有
J
す
問
、
「
川
町
ハ
C
A
1
）
ハ
出
ヘ
」
戸
、
久
松
計
川
氏
判
汁
十
都
甘
〉

J
q
H
九
月
一

一
一
三
た
さ
え
ば
、
公
務
員

γに
ゆ
判
例
日
究
会
。
山
U

門
戸
注
円
三

υ
人
頁
は
、
組
合
事
務
所
の
伎
川
タ
一
い
可
1

こ
掃
小
1

恨
の
ご
丸
山

J
Z一伺一政
i
寺
、
／
る

べ
き
で
あ
る
と
す
る

η

て
の
根
拠
v

し
て
は
、
間
引
財
崖
は
が
布
告
に
対
す
ゐ
証
一
償
貸
ト
つ
な
認
め
、
い
な
い
山
子
乎
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

二
、
，
レ
た
ど
7
X
け
ん
は
、
犯
ム
ィ
中
務
川
は
正
信
貸
リ

3
れ
る
べ
き
と
の
立
が
を
古
松
L
一
ず
る
も
の
で
あ
り
、
税
問
が
残
る
ι

｛

f
i
前
拍
子
什
1
C
M
A川
L
J
7
A叶
市
へ
ん
コ
同
け
吉
弟
丘
寸
践
の
け
ん
引
笠
巴
川
河
凶
も
、
7
r

ご
つ
し
と
刈
の
フ

γ
数
仁
、
ア
れ
る
本
正
で
引
川
し
た

川
掛
山
の
二
条
一
札
寄
与

m－

へ
7

こ
の
よ
う
な
許
可
の
ほ
消
し
と
主
転
訟
芹
と
丹
羽
係
は
、
制
貯
と

Fι
仰
の
苅
係
正
い
ね
て
い
る
と
も
い
え
る

J

ヘU
C
J

な
お
、
」
青
山
十
一
裁
は
ー
木
件
を
矧
河
内
庁
め
の
な
い
J

川
円
ヂ
収
リ
ほ
さ
れ
た
事

f
ど
し
て
河
川
叫
合
一
九
）
夕
、
い
る
が
、
形
式
山
に
は
あ
る

k

時
刻
か
ら
一
午
引

l

一
卜
苛
同
存
担
刻
す
る
ト
y

い
う
手
扶
う
が
と
A
l
パ
れ
に
い
千
＼

υ

た
ど
、
一
足
寄
（
以
京
高
判
明
社
内
向
e

一？一

t
M
R染

色一
μ百

九

円

一

は

、

7
一ぺ片「
J

実
い
7

か
つ
て
、
直
ち
円
排
出
訴
人
が
年
毎

t
m眠
ら
れ
い
と
ぬ
の
佐
沼
を
f
J
m
し
て
、
県
吉
右
提
出
し
て
い

た
も
の
こ
ほ
v

う
と
い
考
え
ら
れ
な
い
一
と
し
て
、
「
木
川
＋
地
内
主
凶
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
定
め
が
な
か
っ
4

も
の
こ
必
め
る
ご
え
p

－

あ
ふ
と
二
、
い
た
こ
と
い
じ
け
去
し

二

な

お

、

甲

？

に

uv

う
一
ん
い
政
庁
の
い
見
守
L

と
は
、
汁
姫
h

は
一
行
政
宇

f
石
川
ぷ
詰
例
L
い
一
条
に
い
っ
行
政
げ
の
い
J

廿
」
乞
出
か
ず

そ
の
ロ
味

1
0
v乙
ご
ろ
は
、
れ
政
事
が
l
詐
ヘ
山
小
山
二
法
一
円
？
＼
つ
一
什
政
目
的
処
ヘ
A
L
と
料
、
な
り
な
い
。

一
日
、
市
川
町
古

J
寸
げ
は
日
（
持
王
或
）
』
（
有
長
辺
、
計
此
守
一
↓

F

U
円
を
求
。
叩
〕

ナ

F苧
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ヘ
じ
こ
の
よ
ろ
に
ー
っ
と
き
、
ぞ
の
念
京
一
は
江
川
り
ょ
う
一
定
べ
る
需
品
裁
判
決
が
あ
7
4

一！？
K
L’
へ
が
も
汗
4
7
7
λ
疋
間
同
町
満
J
4仁川二

J

び

江川
H
3
れ
る
は
V

引
書
〆
ノ
＼
は
行
い
同
を
吏
丸
一
す
る
椛
刊
又
は
門
ぴ
打
ハ
一
周
さ
れ
ぬ
こ
1

〆
一
歩
｝
期
待
計
る
出
明
J

ペ
誌
を
引
す
る
J

り
の
と
認
め

PT
一
こ
民
一
、

さ
ぷ
い
カ
ミ
、
＋
八
阪
大
手
川
J
R
カ
告
人
を
再
び
係
市

J

な
か
っ
た
と

L
て
も
、
そ
の
昨
刊
な
い

υ
法
的
利
〆
ヰ
カ
伝
書
さ
れ
た
も
の
と
堺
よ
る

余
地
止
な
け

γ

ち
っ
と
も
、
打
、
可
作
許
が
、
戸
、
々
雇
用
職
員

γ
対
L
＼
打
川
市
予
正
期
岡
市
了
絞
主
任
用

JIKげ
る
こ
ど
を
締
約
な
い
し
保
持

J
q
る
な
ど
、
↑
円
黙
阿
清
，
J
待
も
打
明
代
J

継
続
J

ご
れ
る
と
司
庁
す
ム
ゴ
一
？
と
ハ
J

州
主
か
ら
ぬ
む
の
と
内
り
れ
る
行
心
ヰ
し
た
J
＼

z
t己
主
J
Lの

李
白
が
あ
る
場
合
に
は
、
峨
］
ー
が
そ
の
よ
λ
f
hコ
た
烈
甘
か
抱
い
た

F

ご
に
よ
る
指
U

一
け
い
コ
さ
、

VE京
市
ル
U
R
－
－
い
北
川
づ
＼
一
郎
自
工
認
め
る
か
川

地
カ
あ
り
rhu
る
と

J
－
b
、
原
審
乃
泊
ム
、
に
げ

K

一
た
事
実
州
出
せ
討
の
下
に
お
い
と
は
、

r
じ
の
よ
ろ
な
特
別
の
事
情
が
あ
今
！
と
い
う
ご
と
い
三
I
Z
－－

t
ぃ
f

八
阪
大
ゐ
了
附
問
凶
出
航
市
税
比
例
仏
国
中

F
H最
小
判
平
成
f

八
a

じ

凶

半

昨

行

九

当

一

一

パ

ヨ

コ

（
ロ
～
た
ピ

L
、
之
の
刀
打
、
、
ヘ
条
一
円
ハ
が
使
用
寸
一
川

I

川
の
取
市
じ
ト
よ
り
生
じ
た
杭
い
子
に
つ
し
亡
、
河
川
町
治
会

M
L棺
泊

1
ゐ
ご
と
4
V（

ピ
化
」
い
一
と
1

て、

Eη
捕
前
肯
打
完
い
か
免
責
さ

μ
る
f

一
宇
る
場
合
い
お
い

h
J
U

定
河
ふ
ご
円
「
リ
ミ
L

れ
ι
当
は
一
い
い
に
川
町
山
引
け
が
ム
と
た
と
当
は
、

ぞ
の
指
定
い
を
防
的
す
る
も
の
一
戸
さ
れ
て
い
る
こ
ー
一
－
八
条
一
羽
モ
私
一
日
」
に
出
H

一。

ヘ
リ
ケ
に
一
が
っ
て
、
出
止
ん
油
備
か
も
バ
院
に
必
掛
I
Y

な
る
の
は
、

1

同
え
は
公
共
同
日
一
い
お
い
て
公
火
山
用
、
公
用
又
は
川
刊
の
’
R
業
A
－
一
く
は
公
持

事
長
の
叫
に
仰
い
d
る
た
め
必
要
を
川
じ
れ
ト
Y
3」
で
み
一
二
＼
行
政
川
川
本
京
内
町
〈
也
ま
た
は

1

己
的
ー
一
一
の
必
要
兵
士
生
じ
た
1
一
き
」
に
は
該
当

〕
な
い
持
九
ハ
ノ
一
つ
「
」

γ
な
る
が
、
号
の
範
凶
は
点
わ
め
ど
以

f広N
A

わん
U
7
J
U

の
に
と
と
ま
る
へ
ぶ
米
の
河
注

H
f町
／
一
は
し
え
な
い
公
川
ま
ふ

は
公
共
用
午
J

の
日
赤

J

と
い
う
p
γ
ζ

に
E
ノごっ。

ヘ／一
J

程
合
事
務
所
の
似
凶
利
の
減
免
佳
間
（
I
ゴ
μ
リ
に
よ
る
光
熱
訟
の
れ
担
を
九
三
U
－
を

E
干
7

酌
そ
が
、
近
ヰ
地
方
公
共
同
体
の
同
で
川
内
ま
り

J

J

わ
る
い
か
、
ヲ
の
よ
み

γν
ち
え
れ
ば
J
W

一
校
と
v

え
よ
）
一

（
日
」
十
九
日
択
は
、
同

σ
出
会
民
吉
郎
近
代
デ
ン
タ
ル
ラ
イ
ブ
一
プ

v

所
蔵
の
苓
υ
人
口
口
町
刊
に
よ
る
、
な
心
、
法
務
省
一
日
以
法
令
外
円
玉
川
町
刊
一
ア
ヲ
々

べ
1
J

ス
心
以
内
吋
X
L
れ
と
ベ
カ
同
組
台
試
の
丸
沢
で
は
、
ャ
れ
が
ち
2
G
G
h
z
n
t
v
T
J
d
R
コ45dzF足
立
と
下
川
主
れ
て
い
と

r

子
、
役
汗
の
山
内
九
九
問
、

その一…

H
伏
I7と
〆
て
の
刊
格
か
二
世
に
は
打
い
わ
一
フ
な
い
と
し
、
つ
離
が
あ
る
に

（
同
一
」
こ
で
い
）
一
号
事
科
に
は
、
一
号
（
支
配
人
介
入
、
持
反
に
つ
い
と
の
み
市
斗
て
が
あ
っ
七
事
ー
の

1
力
、
（
号
不
利
低
取
扱
uv

や

号
（
同
十
一

rい
否
）
こ
の
M
A
什
宇
μー
を
九
円
む
な
お
、
組
合
事
務
前
の
使
山
林
ぉ
止
や
取
壊
し
宇
品
ー
か
常
的
戸
、
も
、
命
ハ
ド
の
旬
向
は
泊
先
わ
り
な
L

1

〆
一
い
え
ノ
ω
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ヘ
ロ
人
体
斗
に
お

1
て
も
、
組
九
日
事
務
所
「

L
J
山
間
沼
ム
J
黙
認
え
れ
て
い
け
い
L
7
幻
h
J
h
政
財
岸
で
あ
二
た
と
い
、
〕
本
誌
は
、
－
T
f
M
丸一人
1HA以
の
同
州
由

主
B

に
ノ
影
響
さ
ん
ブ
え
じ
い
な
い
へ
又
出
介
一
人
内
小
川
「
労
働
行
為
の
巾
す
ご
う
♂
党
五
三
一
れ
七
坪
山
は
叫
刀
工
一
）
ろ
に
の
る
六
山
方
働
委
員
ム
ム
は
、

比
一
出
荷
の
芹
i
n
J
が
不
利
採
取
功
一
い
わ
今
、
配
介
入
の
ボ
半
Jdv的
行
人
～
に
バ
古
す

ωか
ド

j

か
と
い
行
『
；
l
t

つ
い
、
の
み
判
断
を
芹
i
い
、
い
叩
へ
川
昔
山

4
1
U

為
の
け
山
的
性
械
に
つ
い
ー
、
は
川
町
民
卜
？
し
な

v

（Mm利
疋
必
の
行
六
い
じ
コ
日
て
論
じ
る
吟
｝
少
は
な
Jr

｝
の
よ
う
な
打
政
委
員
A

下
し
て
の

労
側
五
只
会
内
一

E
も
註
意
J

寄
与
必
恒
久
が
あ
ろ
｝

日
目
一
な
お
、
だ
作
で
原
ー
オ
円
大
郵
政
ヘ
J

社
一
カ
そ
の
尽
消
去

h

一
品
め
ウ
川
印
労
委
の
平
成
一
六
年

H
U
H命
令
は
こ
の
占
い
一
小
判
明
弘
ご

2

人
の
よ
う
に
部
～
て
い
る
ハ
波
中
主
人

h
t
川
蛍
企
挙
当
時
打
「
部
品
以
省
十
了
土
F
U古
川
也
担
科
、
公
社
に
お
け
お
「
［
エ
ヤ
引
い
此
八
円
片
付
町
刊
日
告
別
混

在
H

M

－
を
ソ
町
し
、
首
陀
い
門
同
一
古
は
民
間
企
長
格
段
と
は
界
ハ
九
、
円
、
［
何
町
者
の
午
p

↓
慨
持
性
訟
に
問
す
ふ
法
珂
は
ん
庖
U
Y
一
札
な
U
l
y
L
て、

［
一
戸
台
湾
的
問
山
の
h

J

自
存
ヰ
申
す
人
、
が

υ一
寸
一
ヲ
ベ
完
で
あ
ん
V
2

」
主
張
す
る
が
、
お
よ

f
、
川
働
組
合
い

L
K
L
L
組
合
事
務
室
の
ょ
っ
J
h
a
m

－－門

供
与
を
初
め
て
行
う
ふ
ん
ぷ
ー
か
の
抵
杭
の
た
／
の
尽
に
は
ん
L
H
式
花
設
の
区
民
の
違
い
ー
は
ね
民
い
な
、
川
点
て
も
、
十
九
件
の
で
に
、
す
で

i
他
組
合

に
討
し
て
い
ん
立
洪
！
7
託
行
っ
て
い
る
場
ム
に
は
、
ご
の
よ
〉
な
よ
張
は
勺
人

J」
で
あ
る
一
。

ω仲
介
間
差
別
ー

λJか
わ
る
手
件
ー
し
お
い
ど
ば
、
労
働

委
員
会
の
こ
、
つ
に
」
中
1
供
持
vr
責
務
没
し
の

h

与
え
ん
斗
問
団
る
が
な
い
と
み
1
よ
い
て
あ
ろ
1
1

｛
山
口
な
お
、
こ
の
料
請
は
、
控
訴
事
一
生
い
h

h

宇
平
成
一
わ
ぬ
e

j品
・
ハ
労
百
九
回
ハ
り
二
九
豆
、
む
も
そ
の
ま
ま
緋
ね
さ
れ
て
L
G
r

ヘ
引
な
お
、
複
数
制
合
計
リ
存
下
の
山
す
保
弘
主
祐
三
一
吟
ぐ
G
、
花
角
L
お
げ
る
労
的
安
員
会
等
日
動
川
に
つ
い

L
は
、
円
鳥

t

職
誌
の
は
伴
は

小
説
よ
り
舟
な
）
一
（
講
談
社
、
平
日

4
～
河
↓
一
刈
七
頁
士
号
一
照
れ

ヘ引
J

叶
し
〈
は
、
民
林
水
産
省
に
お
け
る
新
れ
ん
な
分
佼
山
間
刊
の
偽
築
に
阿
古
7
f
u

炉
本
右
計
一
（
w
l比
一

年

k
ト
」
↓
六
〕
を
事

mb

（
立
～
な
お
、
ご
の

F
E
円
関
連
1－
て
、
抗
宅
札
ず
間
山
門
内
同
体
y

父
体
に
つ
い
に
で
円
よ
j

に
述
ベ
ム
匂
来
店
の
裁
判
叫
も
あ
る
一
事
務
折
街
及
口

出
主
乞
組
介
民
の
耽
，
J

んJ
d
出
れ
に
わ
λ

こ
と
リ
ソ
ム
主
め
h

f

J

v

て
、
－
胃
…
芝
川
組
に
〆
い
て
は
、
多
抗
机
合
ご
判
織
規
枝
子
Y
I

八
さ
く
寺
北
川
者
そ
居
く

こ
〆
一
点
訟
の
ム
れ
て
お
り
、
品
J

数
の
組
台
誌
の
町
一
守
ん
ど
罰
笠
だ
り
、
川
抗
父
一
戸
与
の
泊
中
内
が
完
叩
～
尚
一
慌
に
も
十
ヘ
き
：
影
都
内
1

〆んJ
」
り
す
る
の
JU

主
快
下
一
る
か
子
町
一
、
労
使
札
仁

Arr
ッ
ご
例
れ
／
的
に
山
イ
従
者
y
U
品
川
只
の
就
労
叫
河
内
に
時
間
司
ふ
か
け
て
苅
体
父
一
寸
J
b
〆
一
行
、
っ
一
定
の
ノ
r
叫
的
主

日
山
が
ぶ
め
コ
わ
れ
ベ
他
ト
刀
、
吋
γ
E何
叫
ん
コ
に
つ
一
い
て
は
、
原
作
会
紅
の
υ
k
t
T
2
H
I
所
属
ア
ヲ
ム
匂
設
へ
Z
H
r
h
h
L

ゲ
イ
で
品
る
が
ら
、

A
M
m
d
半
也
市
折
相

等
め
だ
び
に
琉
宰
時
間
内
に
業
誌
を
い
恨
脱
」
さ
る
こ
と
を
認
め
ゐ
の
は
、
そ
の
同
の

A
担
当
の
雫
坊
の
淳
市
香
川
刊
と
－
と
に
な
っ
て
u
r
再
会
七
日

社
す
る
影
誌
が
大
長
い
、
川
川
体
交
ホ
耳
一
明
り
も
お
の
す

ζ
A

名
h

悦
司
令
ヰ
泊
二
I

ト
ハ
以
内
ソ
れ
る
ヲ
乙

l
T
ω
か

ι、
出
体
父
捗
り
J
b」
阪
市
ず
と
お
1

り

,,ii で戸、、
問
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ヰ
間
外

p
hふ
山
政
い
乙
LZje一
芝
労
組
ζ

の
対
抗
一
三
行
ハ
を
設
け
る

F

」
と
一
は
ん
N

淫
吐
が
あ

e
r
－
－
「
べ
き
で
あ
L
L
一
一
円
・
山

vh交

へI
ん芝山一｝一
R
－
判
明
〉
事
刊
H
H

車
京
地
刊
成
一
叫
白
一
九
、
判
例
／
太
夫
存
戎
）

J

げ
だ
し
、

ιネ
と
い
う
＼
誌
で
あ
ろ
ス
ノ
一

（山
U
J

総
背
府
首
口
待
日
J
此
川
公
務
員
部
地
ゐ
公
背
村
民
の
一
抹
た
な
労
涜
関
係
制
法
的
革
え
ム
刀
f

｛

J

U

て
一
へ
市
仁
川
一
例
年
目
一
4
4

）
シ
一
常
U

c

（
コ
～
一
」
う
し
た
卸
か
〉
、
人
阪
市
ν

市
け
円
か
ら
の
主
事
務
↓
川
の
送
、
を
一
求
め
ど
向
に
リ
、
収
日
間
体
〉
的
凶
休
父
ニ
U
じ
て
い
易
保
ド

ド
岐
川
一
円
何
月
守

U
N川
け
毎
日
苅
間
～
れ
y
ト
収
省
参
出
J
C

「
山
一
人
－
一
山
山
成
引
匂
l

町
市
小
村
山
田
、
什
占
一
に
よ
れ
ば
、
十
成

U
午
一
月

H
日
制

ftの
ひ
録
時
員
n
A
W
数
は
川
三
八
日
体
ζ

な
J

ご

い
心
（
資
料
f

ハ
ル
宇
伊
丹
〕
刀
、
こ
の
な
ー
δ
に
は
併
作
「
y
宏
一
下
に
あ
る

M
H司
吹
け
や
J
3
紋
「
紅
合
」
も
相
当
数
台
ま
れ
て
い
る
も
の
と

巳
わ
れ
竺
な
お
、
芦
対
戦
門
間
体
は
、
凶
一
T

ヘ
公
務

R
労
旬
間
一
除
法
の
世
h
に
U
J
て
白
助
山
l
日目
4
Fガ
間
部
ん

P
Gる
（
た
ド
ー
一
！
、
ハ
ヵ
以
ず

れ
上
内
に
正
肌
内
認
副
「
叶
択
さ
が
吃
耐
久
｝

Y

〈
さ
れ
て
1

る『

f

一
仁
も
乱
意
町
山
同
条
を
存
一
問
、
一

一
町
、
な
お
、
仁
い
が
小
戸
川
」
務
員
ガ
尚
一
4

5

開
店
す
え
は
、
職
4
一
川
が
組
合
員
の
追
川
数
を

niめ
る
労
働
制
人
口
仁
つ
い
〈
は
、
「
該
組
合
カ
認
正
】
J
U
働
組
合
と

と
る
て
と
な
認
め
て
い
る
〆
n
v
t
剖
孔
）
っ
’

Z
一が
J

こ
良
川
良
一
人
の
誠
司
が
持
ヘ
ロ
い
只
ぜ
あ
れ
ば
、
が
一
J
労
働
非
合
と
な
る

h

〕
し
が
可
訟

l
p

い
フ
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
上
、
つ
な
慌
端
な
合
数
料
’
ば
で
あ
J

と
も
、
父
一
布
事
取
（
要
点
事
民
一
が
汁
い
／
ナ
改
主
を
川
V

叫山者レ一

3
0刻ノ
h

！
日
て

こ
れ
ま
～
町
干
f
J
q
p
Q
r
へ
川
聞
が
交
持
に
立
た
る
h
k

－M
と
な
る
（
久
土
、
ま
る
で
涯
底
的
よ
う
な
お
こ
法
る
か
、
こ
の
よ
う
な
山
古
川
が
ま
と
も

彼
自
寸
る
は
F
が
な
ハ
こ
乙
4
J

円
は
確
か
y

い
7

」ょっ
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